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は
じ
め
に

0
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
の
書
写
人
頼
済
と
真
福
寺

②
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
と
そ
の
年
代
と
内
容

③
建
武
政
権
期
の
東
大
寺
と
東
国

おわ
り
に

［論
文
要旨

］

　鎌
倉
幕
府
の
崩
壊
は
旧
北
条
氏
領
に
代
表
さ
れ
る
膨
大
な
闘
所
地
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
う
ち
、
　
　
　
氏
・
称
名
寺
旧
領
信
濃
国
太
田
荘
の
獲
得
が
み
え
て
お
り
、
そ
の
交
渉
に
は
後
醍
醐
天
皇
の
信
頼
が

旧
鎌
倉
幕
府
お
よ
び
北
条
氏
系
寺
院
領
の
安
堵
に
つ
い
て
は
、
建
武
政
権
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
所
領
　
　
　
厚
く
東
大
寺
大
勧
進
職
に
補
任
さ
れ
た
恵
鎮
も
あ
た
っ
て
い
た
。
獲
得
に
む
け
、
東
大
寺
側
は
「
天

没

収
の危
機
は
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
や
建
武
元
年
（
＝
二
一
二
四
）
六
月
一
五
日
令
以
降
に
寺
領
没
　
　
　
　
平
勅
施
入
」
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
武
家
の
介
入
を
排
除
し
て
本
所
一
円
地
を
実
現
す
る
論

収
令
が
発
せら
れ
た
が
ま
も
な
く
し
て
撤
廃
さ
れ
た
と
す
る
見
方
な
ど
が
あ
っ
て
、
未
解
決
の
部
分
　
　
　
　
理
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
称
名
寺
は
、
こ
の
こ
ろ
、
足
利
直
義
の
安
堵
の
体
系

があ
る
。
本
稿
で
は
名
古
屋
市
大
須
真
福
寺
所
蔵
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
を
通
し
て
こ
　
　
　
に
組
み
込
ま
れ
て
北
条
氏
の
氏
寺
か
ら
足
利
氏
の
祈
祷
寺
へ
の
転
換
を
は
か
っ
て
い
た
。
東
大
寺
側

の問
題
を
検
討
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
新
田
氏
の
援
助
を
期
待
し
て
い
る
が
、
建
武
二
年
末
以
降
の
新
田
・
足
利
氏
の
抗
争
は
新
田
氏
の

　
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
は
、
東
大
寺
東
南
院
の
頼
済
の
所
持
本
で
、
同
書
の
真
福
寺
へ
の
伝
来
　
　
　
　
敗
北
と
足
利
氏
の
勝
利
に
帰
結
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
東
大
寺
の
東
国
支
配
の
拡
大
要
求
は

は
、
頼
済
が
真
福
寺
開
山
能
信
と
兄
弟
弟
子
の
関
係
に
あ
り
、
同
寺
の
信
楡
は
東
大
寺
東
南
院
聖
珍
　
　
　
阻
止
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
東
国
で
は
足
利
氏
の
安
堵
に
よ
る
荘
園
・
公
領
を
含
め
た
知
行
体
系
が

法
親
王
か
ら
伝
授
を
う
け
て
い
た
師
資
相
承
関
係
が
そ
の
背
景
に
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
そ
の
紙
背
　
　
　
　
確
立
し
、
旧
鎌
倉
幕
府
・
北
条
氏
系
寺
院
も
そ
の
体
系
に
含
み
こ
ま
れ
、
新
た
に
成
立
し
た
武
家
政

文書
群
は
、
建
武
二
年
（
二
三
二
五
）
＝
月
以
前
の
建
武
政
権
期
の
東
大
寺
に
よ
る
朝
廷
と
の
交
　
　
　
権
下
の
寺
院
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

渉
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
大
寺
の
朝
廷
交
渉
は
、
佐
渡
国
の
東
大
寺
知
行
国
化
、
金
沢
北
条

1
3
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は
じ
め
に

　
鎌
倉
幕
府
の
崩
壊
は
、
旧
北
条
氏
領
に
象
徴
さ
れ
る
膨
大
な
闘
所
地
を
生
み
出
し
、

人
々

は
建
武
政
権
に
安
堵
を
求
め
た
。
闘
所
の
対
象
と
さ
れ
た
所
領
は
、
①
関
東
御

領
、
②
旧
北
条
氏
領
、
③
旧
鎌
倉
幕
府
お
よ
び
北
条
氏
系
の
寺
院
領
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
で
は
北
条
氏
一
門
が
領
家
や
預
所
の
地
位
に
つ
い
て
い
な
か
っ
た
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

領
は
室
町
幕
府
の
御
料
所
に
継
続
し
た
も
の
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
②
に
関
し
て
は
佐

藤
進
一
・
黒
田
俊
雄
氏
ら
の
研
究
に
見
る
重
要
な
論
点
を
含
む
が
、
建
武
政
権
下
で

の
元

弘
三
年
（
一
三
三
三
）
六
月
一
五
日
の
旧
領
回
復
令
を
へ
て
同
年
七
月
二
五
日

に
諸
国
平
均
安
堵
法
が
発
布
さ
れ
、
北
条
高
時
ら
の
朝
敵
を
除
く
旧
領
主
へ
の
当
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

行

地
安
堵
に
よ
っ
て
旧
領
回
復
が
は
か
ら
れ
た
。
③
で
は
、
鎌
倉
寺
院
は
建
武
政
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
所
領
没
収
の
危
機
は
な
か
っ
た
と
す
る
見
方
、
佐
藤
進
一
氏
の

建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
六
月
一
五
日
令
以
降
に
寺
領
没
収
令
が
発
せ
ら
れ
た
が
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
な
く
し
て
撤
廃
さ
れ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
建
武
三
年
（
二
二

三

六
）
六
月
か
ら
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
元
弘
収
公
地
の
対
象
と
な
っ
た
社
寺
領
の
還

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

付
の

行
わ
れ
方
を
考
え
、
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
体
制
的
問
題
で
あ
る
本
所
一
円

地
・
武
家
領
体
制
の
確
立
を
考
え
る
う
え
で
、
建
武
政
権
成
立
後
の
所
領
安
堵
が
旧

北
条
氏
系
寺
院
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
知
る
た
め
に
も
重
要
な
問
題
で

あ
る
と
思
う
。
私
は
こ
れ
ま
で
金
沢
北
条
氏
・
称
名
寺
領
の
検
討
を
つ
づ
け
て
き
た

が
、
本
稿
で
は
、
名
古
屋
市
大
須
真
福
寺
所
蔵
の
東
大
寺
伝
来
の
『
八
生
一
生
得
菩

提
事
』
紙
背
文
書
を
通
し
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
な
お
、
真
福
寺
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
開
山
能
信
ら
の
僧
と
教
学
伝
播
の
研
究
に

　
　
　
　
（
6
＞

蓄
積
が
あ
っ
た
。
近
時
、
真
福
寺
に
は
『
東
大
寺
記
録
』
等
の
東
大
寺
関
連
聖
教
が

多
く
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
、
稲
葉
伸
道
氏
は
、
真
福
寺
へ
の
聖
教
の
伝

来
の
背
景
の
一
つ
に
二
代
信
楡
が
東
大
寺
東
南
院
聖
珍
法
親
王
の
付
法
弟
子
で
あ
っ

た
こ
と
を
あ
げ
、
真
福
寺
所
蔵
東
大
寺
文
書
は
東
南
院
関
係
の
も
の
が
色
濃
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　

が
指
摘
さ
れ
た
。
今
回
、
本
稿
で
検
討
す
る
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
は
、

建
武
政
権
期
の
東
大
寺
に
よ
る
北
条
氏
領
獲
得
交
渉
が
主
要
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
。

聖
教
紙
背
文
書
の
全
体
の
把
握
の
意
味
か
ら
、
書
写
人
頼
済
と
そ
の
聖
教
の
真
福
寺

へ
の

伝
来
・
交
流
を
明
ら
か
に
し
、
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
の
時
期
・

内
容
を
確
定
し
た
う
え
で
、
東
大
寺
の
東
国
所
領
獲
得
交
渉
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。

0
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
の
書
写
人
頼
済
と
真
福
寺

　
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
の
書
写
人
・
頼
済
を
み
て
み
た
い
。
同
書
の
書
誌
内
容

は
、
黒
板
勝
美
編
『
真
福
寺
善
本
目
録
　
続
輯
』
（
一
九
三
六
年
）
に
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
八
生
一
生
得
菩
提
事
　
　
　
一
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縦
九

寸
　
　
横
六
寸
八
分

　
　
興

国
二
年
（
暦
応
四
年
）
写
本
、
袋
綴
、
十
二
枚
、
表
紙
に
「
慈
光
房
」
「
三

　
　
論
宗
末
学
頼
済
」
と
あ
り
。

　
　
（
奥
書
）

　
　
　
此
抄
者
、
男
山
法
薗
寺
長
老
慈
光
上
人
被
抄
畢
、
於
此
題
目
、
尽
巨
細
而
越

　
　
　
前
已
講
御
房
申
請
、
為
真
言
院
十
講
之
稽
古
、

　
　
　
　
　
　
暦
応
四
年
後
四
月
四
日
亥
刻
、
於
燈
火
馳
筆
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
学
頼
済

補
足
し
て
、
法
量
は
二
七
二
二
×
二
〇
・
一
㎝
、
表
紙
に
「
慈
光
房
草
」
と
あ
る
こ

と
と
（
「
草
」
を
補
入
）
、
綴
紐
の
欠
落
を
あ
げ
て
お
く
。
奥
書
よ
り
、
暦
応
四
年

（
一
三

四
一
）
に
頼
済
が
男
山
法
薗
寺
長
老
慈
光
上
人
の
書
物
を
越
前
已
講
某
の
申

請
で
真
言
院
十
講
の
稽
古
に
備
え
て
書
写
し
た
と
わ
か
る
。
法
薗
寺
は
石
清
水
八
幡

宮
行
清
が
創
建
し
、
鎌
倉
中
期
に
東
大
寺
真
言
院
を
復
興
し
た
聖
守
（
一
二
一
九
～
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（
8
）

九

こ

が
請
わ
れ
て
開
山
と
な
っ
た
三
論
研
究
の
道
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
書
は

そ

の

手
沢
名
か
ら
三
論
宗
の
学
侶
に
ふ
さ
わ
し
い
聖
教
と
判
断
さ
れ
る
。
頼
済
関
連

の
聖
教
は
他
に
も
多
く
伝
来
し
て
い
る
。
『
真
福
寺
善
本
目
録
』
『
大
須
観
音
宝
生
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
真
福
寺
文
庫
撮
影
目
録
』
よ
り
掲
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
『
真
福

寺
善
本
目
録
』
か
ら
は
真
、
『
大
須
観
音
宝
生
院
　
真
福
寺
文
庫
撮
影
目
録
』
か
ら

は

大
真

と
略
称
を
使
用
し
て
、
書
名
の
下
に
典
拠
を
記
し
て
お
い
た
。

　

A
、
嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
）
　
『
方
言
義
私
記
端
』
（
大
真
）

　
　

「嘉
暦
四
年
七
月
二
十
四
日
、
於
東
大
寺
東
南
院
々
主
坊
学
寮
書
写
之
、
同
廿

　
　
　
八
日
、
加
交
点
畢
、
三
論
末
学
頼
済
」

　
B
、
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
　
『
因
明
講
用
意
要
文
集
』
（
真
）

　
　
（
奥
書
）

　
　

「此
九
句
作
法
有
短
尺
在
之
、
依
為
肝
要
令
書
写
畢
、

　
　
　
　
正
慶
元
年
八
月
十
八
日
夜
子
剋
、
於
東
室
之
学
窓
、
挑
燈
馳
筆
者
也
、

　
　
　
　
夫
依
稽
古
讃
仰
之
微
功
、
為
恵
釈
開
発
之
良
縁
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
仏
子
頼
済
」

　
C
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
意
』
（
大
真
）

　

「弘
安
四
年
十
月
十
六
日
、
書
写
之
、

　
　
正
応
五
年
二
月
七
日
、
書
写
之
、

　
　
応
長
元
年
十
二
月
二
十
日
、
書
写
之
、

　
　
建
武
元
年
十
月
二
十
六
日
、
書
写
之
、

　
　
文
和
三
年
十
月
十
六
日
、
書
写
之
、

　
　
文
和
五
年
三
月
十
三
日
、
書
写
之
、

D
、
建
武
二
年
（
二
三
二
五
）

　
（
表
紙
）

　

「
建
武
二
四
月
十
日
、
三
論
宗
末
学
頼
済
」

E
、
建
武
二
年
（
二
三
二
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
表
紙
）

　

「
三

論
末
学
頼
済
」
「
建
武
二
四
月
十
一
日
」

F
、
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
　
『
作
法
口
決
』

　

「
建
久
七
年
九
月
十
日
、
書
写
畢
、 　

　
　
　
　
　
定
仙

　
　
　
　
　
　
賢
誉

　
　
　
　
　
　
実
印

　
　
　
　
　
　
頼
済

　
　
　
　
　
　
宥
恵

　
　
　
　
　
　
信
喩
」

『般
若
通
教
事
』
（
大
真
）

『教
理
具
足
事
』
（
大
真
、
紙
背
文
書
ア
リ
）

（大
真
）

権
律
師
範
賢

　
　

建
保
四
年
七
月
十
二
日
、
伝
得
此
書
了
、

　
　

同
五
年
五
月
十
二
日
、
於
遍
智
院
伝
受
了
、
　
憲
深
生
年
二
十
六
才
、

　
　

建
久
九
年
九
月
十
日
、
伝
受
了
、

　
　
弘
長
三
年
二
月
二
十
七
日
、
於
醍
醐
寺
報
恩
院
申
下
僧
正
御
房
御
本
書
写
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
法
沙
門
頼
ー

　
　
嘉
元
々
年
十
一
月
三
日
、
中
性
院
御
本
令
書
了
、
　
良
殿

　
　
徳
治
二
年
八
月
十
七
日
、
以
五
坊
御
本
書
写
了
、
　
金
剛
資
順
継

　
　
正
和
二
年
四
月
二
十
五
日
、
於
東
大
寺
八
幡
宮
、
伝
受
干
頼
心
阿
闇
梨
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
僧
正
聖
忠

　
　
建
武
五
年
庚
寅
閏
七
月
二
十
六
日
、
於
東
大
寺
西
室
般
若
坊
授
干
頼
済
阿
闇

　
　
梨
了
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
大
僧
都
懐
紹
」

G
、
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
　
『
作
法
集
御
衣
木
加
持
・
御
加
持
・
朝
暮
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身
・
毎
朝
護
身
』
（
大
真
）

　

「御
本
云
、

　
　
弘
安
二
年
六
月
十
六
日
比
、
西
南
院
台
彼
篭
御
本
合
了
、
　
金
剛
資
頼
ー

　
　
彼
本
切
紙
・
雲
母
紙
表
紙
、
上
二
堺
許
ニ
テ
下
堺
無
之
、

　
　
嘉
元
三
年
三
月
廿
三
日
、
於
根
来
寺
五
坊
比
、
先
師
御
自
筆
本
書
写
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
仏
子
良
殿
四
十
二

　
　
徳
治
二
年
十
一
月
晦
日
、
於
根
来
寺
比
五
坊
、
御
本
書
写
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
仏
子
頼
継
四
十
八

　
　
正
和
二
年
五
月
二
十
四
日
、
於
東
大
寺
西
南
院
伝
授
干
口
心
阿
闇
梨
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
大
僧
正
聖
恵
在
判

　
　
建
武
五
年
戊
寅
八
月
二
従
二
日
、
於
東
大
寺
西
室
般
若
坊
、
伝
授
畢
頼
済
阿

　
　
闇
梨
畢
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
大
僧
都
懐
紹
在
判
」

H
、
暦
応
三
年
（
＝
二
四
〇
）
　
『
肇
論
聞
書
』
（
真
、
紙
背
文
書
ア
リ
）

　
（
内
題
下
）

　
「
嘉
暦
二
年
六
月
七
日
、
於
遍
照
心
院
精
談
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

読
師
貞
海
」
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「
本
記
云
、
専
戒
上
人
机
下
殿
、
稟
訓
説
畢
、

　
　
　
　
　
九
牛
一
毛
記
之
、
　
　
　
　
　
　
三
論
学
者
信
ー

　
　
暦
応
三
年
十
一
月
廿
四
日
咳
於
般
若
坊
之
学
窓
書
写
而
巳
、
干
時
松
嵐
窓
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亥

　
　
頻
驚
寝
屋
之
眠
、
急
雨
軒
降
、
弥
添
露
点
之
便
、
逢
此
物
感
悦
無
極
、
仰
競

　
　
寸
陰
馳
筆
記
了
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
学
頼
済
」

1
、
暦
応
四
年
（
＝
二
四
一
）
　
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
（
真
、
紙
背
文
書
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
）

　

「
此
抄
者
、
男
山
法
薗
寺
長
老
慈
光
上
人
被
抄
畢
、
於
此
題
目
、
尽
巨
細
而
越

　
　
前
已
講
御
房
申
請
、
為
真
言
院
十
講
之
稽
古
、

　
　
　
　
暦
応
四
年
後
四
月
四
日
亥
刻
、
於
燈
火
馳
筆
畢
、
　
末
学
頼
済
」

J
、
康
永
三
年
（
二
二
四
四
）
　
『
有
法
差
別
短
釈
』
（
真
）

　

「本
記
云
、

　
　
　
嘉
暦
二
年
十
月
廿
三
日
、
東
大
寺
鼓
坂
書
写
之
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
擬
講
覚
翼
甚

　
　
私
云
、

　
　
康
永
三
年
七
月
廿
四
日
、
於
東
室
之
学
窓
、
為
当
年
維
摩
会
竪
義
之
稽
古
、

　
　
書
写
之
詑
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
学
三
論
宗
頼
済
」

K
、
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
　
『
有
法
自
相
精
義
草
　
鼓
坂
僧
都
草
』
（
大
真
）

　

「貞
和
二
年
後
九
月
十
五
日
、
此
他
筆
書
写
之
詑
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
済
（
花
押
）
」

L
、
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
　
『
灌
頂
三
摩
耶
戒
初
後
夜
覚
書
私
記
』
（
真
）

　

「文
和
二
年
五
月
十
八
日
、
御
灌
頂
奉
行
分
随
界
口
記
之
、
定
越
度
多
欺
、
尚

　
　
能
々
可
思
案
、
又
可
尋
傍
人
而
巳
、
　
　
　
　
　
　
　
頼
済
」

M
、
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
　
『
内
道
場
日
記
』
（
真
）

　

「文
和
二
年
五
月
十
八
日
、
御
灌
頂
内
道
場
方
、
随
思
出
記
之
、
三
摩
耶
戒
方

　
　
差
図
等
一
巻
記
之
、
内
道
場
料
理
等
有
、
外
見
煩
候
間
、
外
二
記
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
仏
子
頼
済
」

N
、
文
和
二
年
（
二
二
五
三
）
　
『
摂
嶺
院
殿
御
灌
頂
記
』
（
大
真
、
紙
背
文
書
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
）

　
　
「
応
長
元
年
十
二
月
十
一
日
、
記
之
畢
、
頼
淳
生
年
四
十

　
　
　
文
和
二
年
五
月
十
八
日
、
御
灌
頂
之
時
、
披
覧
之
次
、
書
写
之
比
本
之
、
師

　
　
　
僧
期
本
之
而
栂
尾
山
本
殿
被
進
之
云
々
、
　
　
　
頼
済

　
　
　
本
記
云
、
元
徳
二
年
庚
午
卯
月
廿
五
日
、
於
根
来
寺
五
坊
、
照
禅
阿
闇
梨
本

　
　
　
令
書
写
之
云
々
、
」

　
　
　
【
備
考
】

　
　
　
（
表
紙
）
「
頼
済
法
印
記
也
、
備
前
領
東
南
院
禅
師
御
房
入
壇
記
云
々
」

　
O
、
文
和
二
年
（
二
二
五
三
）
　
『
三
摩
耶
戒
初
後
夜
私
記
』
（
大
真
、
紙
背
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
リ
）

　
　

「文
和
二
年
五
月
十
八
日
、
御
灌
頂
奉
行
分
、
随
思
出
記
之
、
尚
能
々
可
思
案
、

　
　
　
又
尋
傍
人
而
巳
、
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
資
頼
済
」

　
P
、
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
　
『
曼
茶
羅
記
』
（
大
真
、
紙
背
文
書
ア
リ
）

　
　

「右
、
来
十
八
日
、
於
東
南
院
一
被
伝
法
灌
頂
職
衆
請
定
如
件
、

　
　
　
　
文
和
二
年
五
月
十
五
日
」

　
Q
、
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
　
『
文
和
二
年
癸
巳
五
月
廿
日
室
宿
金
曜
、
於
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
院
、
被
行
伝
法
灌
頂
記
』
（
大
真
）

　
　
　
（
端
裏
書
）
「
東
室
得
業
灌
頂
記
　
文
和
記
　
頼
済
」

　
頼
済
の
関
連
聖
教
は
嘉
暦
四
年
（
二
三
一
九
）
の
『
方
言
義
私
記
端
』
か
ら
文
和

二
年
（
一
三
五
三
）
の
『
文
和
二
年
癸
巳
五
月
廿
日
室
宿
金
曜
、
於
東
南
院
、
被
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

伝
法
灌
頂
記
』
ま
で
一
七
点
ほ
ど
が
真
福
寺
に
伝
来
し
て
い
る
。
署
名
に
は
「
三
論

末
学
頼
済
」
（
A
D
I
）
、
「
金
剛
仏
子
頼
済
」
（
B
M
）
、
「
金
剛
資
頼
済
」
（
O
）
、

「頼
済
阿
闇
梨
」
（
G
）
と
み
え
、
三
論
・
真
言
を
兼
学
す
る
学
僧
で
あ
っ
た
。
活
動

の
場
は
「
東
大
寺
東
南
院
院
主
坊
学
寮
」
（
A
）
、
「
東
室
之
学
窓
」
（
B
）
、
「
般
若
坊

之
学
窓
」
（
H
）
、
「
東
大
寺
西
室
般
若
坊
」
（
F
G
）
が
み
え
、
東
大
寺
東
南
院
・
西

室
般
若
坊
を
主
た
る
活
動
の
場
と
し
て
い
た
。
こ
の
他
、
Q
の
外
題
に
は
「
東
室
得
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業
灌
頂
記
　
文
和
記
　
頼
済
」
と
あ
り
、
東
南
院
東
室
も
そ
の
活
動
の
場
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
東
南
院
主
は
『
東
大
寺
諸
伽
藍
略
記
』
に
よ
る
と
三
論
宗
の
長
者
で

「歴
代
以
三
論
真
言
兼
学
師
為
院
務
」
と
み
え
て
お
り
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一

二
一
冊
）
、
頼
済
は
東
南
院
に
ふ
さ
わ
し
い
僧
で
あ
っ
た
と
確
認
で
き
よ
う
。

　
頼
済
の
寺
内
で
の
地
位
は
、
観
応
元
年
（
＝
二
五
〇
）
・
文
和
四
年
（
一
三
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

五
）
に
年
預
代
を
つ
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
の
興
福
寺
衆

徒
が
東
大
寺
東
南
院
等
の
破
壊
に
及
ん
だ
た
め
に
東
大
寺
側
の
対
応
を
決
め
た
東
大

寺
寺
官
大
衆
等
連
署
起
請
文
に
は
、
衆
会
の
連
署
者
の
一
人
に
見
え
（
『
東
大
寺
文

書
』
五
ー
一
四
六
）
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
の
年
預
代
頼
済
借
用
状
に
は
東
大

寺
法
華
会
の
会
料
八
百
文
を
借
用
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
（
『
東
大
寺
文
書
』
別

集
一
1
＝
一
）
。
衆
会
（
惣
寺
）
の
構
成
メ
ン
バ
ー
で
、
文
書
管
理
も
行
う
年
預

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
代
官
を
経
歴
す
る
僧
で
あ
っ
た
。

　
東
大
寺
東
南
院
の
頼
済
の
聖
教
が
真
福
寺
に
伝
来
す
る
の
は
ど
う
い
う
理
由
だ
ろ

う
か
。
手
が
か
り
は
C
『
如
意
宝
珠
　
勧
修
寺
　
良
意
』
の
伝
授
で
あ
ろ
う
。
本
書

は
、
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
に
定
仙
が
書
写
し
、
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
に
賢

誉
が
転
写
し
た
の
ち
に
実
印
・
頼
済
・
宥
恵
・
信
楡
と
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
定
仙
は

鎌
倉
で
活
躍
し
た
意
教
房
頼
賢
方
の
東
密
僧
、
賢
誉
は
伊
勢
国
桑
名
大
福
田
寺
の
律

僧
、
宥
恵
・
信
楡
は
真
福
寺
僧
。
実
印
は
晩
年
に
は
実
済
と
名
乗
る
鈴
鹿
慈
恩
寺
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

律
僧
で
、
真
福
寺
開
山
能
信
の
師
匠
に
あ
た
る
。
頼
済
は
、
実
印
の
弟
子
で
宥
恵
の

師
匠
で
あ
っ
た
。
こ
の
流
派
は
真
福
寺
で
は
「
慈
恩
寺
方
」
と
さ
れ
、
文
和
四
年

（
一
三
五

五
）
一
〇
月
二
六
日
の
最
極
秘
密
法
界
伝
法
灌
頂
阿
闇
梨
職
事
に
よ
っ
て

も
宥
恵
が
慈
恩
寺
方
を
伝
法
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
真
福
寺
八
五
箱
）
。

頼
済
は
東
密
の
伝
授
上
は
実
印
の
弟
子
で
真
福
寺
開
山
の
能
信
と
は
兄
弟
弟
子
の
関

係

に
な
り
、
宥
恵
・
信
楡
の
師
匠
に
あ
た
る
。
頼
済
関
連
聖
教
の
真
福
寺
へ
の
伝
来

理
由
は
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
頼
済
と
畿
内
地
方
の
寺
院
と
僧
の
交
流
を
み
て
み
た
い
。
頼
済
は
頼
喩

の

新
儀
真
言
の
伝
授
者
で
も
あ
っ
た
。
F
『
作
法
口
決
』
は
頼
楡
の
聖
教
で
、
嘉
元

元
年
（
一
三
〇
三
）
に
良
殿
が
書
写
し
、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
に
東
大
寺
八
幡

宮
で
前
大
僧
正
聖
忠
が
頼
心
に
伝
授
し
、
建
武
五
年
（
一
三
三
八
）
に
東
大
寺
西
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

般
若
坊
で
権
大
僧
都
懐
紹
が
頼
済
に
伝
授
し
て
い
る
。
し
か
も
、
『
清
浄
金
剛
院
授

与
記
』
に
は
、
正
和
年
間
ご
ろ
の
灌
頂
記
事
で
頼
心
に
つ
づ
い
て
＝
、
頼
済
阿
闇

梨
　
生
年
廿
八
歳
、
於
中
性
院
道
場
傳
法
」
と
い
う
記
載
が
見
え
る
（
四
一
箱
）
。

頼
済
は
頼
喩
ゆ
か
り
の
中
性
院
で
新
儀
真
言
の
伝
法
灌
頂
を
う
け
た
僧
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
、
頼
心
・
頼
済
の
「
頼
」
の
一
字
は
頼
喩

に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
さ
て
、
『
作
法
口
決
』
に
み
え
る
良

殿
・
頼
心
・
聖
忠
と
伝
法
さ
れ
た
頼
喩
の
教
学
は
、
京
都
を
中
心
に
繁
茂
し
後
世
の

新
義
真
言
興
隆
の
基
礎
と
な
り
、
頼
心
も
東
大
寺
安
養
院
で
没
し
た
こ
と
は
櫛
田
良

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

洪
氏
の

指
摘
が
あ
る
が
、
頼
心
は
頼
済
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
僧
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ

る
。
そ
の
頼
心
の
聖
教
も
真
福
寺
に
伝
来
し
て
お
り
、
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）

に
東
大
寺
八
幡
宮
で
行
っ
た
談
義
の
際
の
『
三
宝
院
伝
受
日
記
』
、
文
保
元
年
二

三
一
七
）
に
東
南
院
院
主
坊
で
書
写
し
た
『
楽
西
院
授
与
記
』
が
確
認
で
き
る
。
年

齢

は
、
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
の
維
摩
会
竪
義
の
際
の
三
回
違
四
短
釈
』
の
奥

書
に
「
三
十
二
　
十
七
」
、
正
和
五
年
に
高
野
山
遍
照
光
院
で
書
写
し
た
醍
醐
寺
流

『能
作
生
支
度
』
に
「
金
剛
資
頼
心
生
年
計
五
」
、
文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
書
写
の

『牛
玉
儀
軌
』
に
「
金
剛
資
頼
心
三
十
七
、
二
十
二
」
と
み
え
、
弘
安
六
年
（
一
二

八
三
）
生
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
に
出
家
し
た
僧
だ
っ
た
。
元
応
二
年
（
一
三

二

〇
）
に
は
『
牛
玉
経
』
を
東
南
院
院
主
坊
で
書
写
し
て
い
て
密
教
色
が
濃
厚
な
僧

で

あ
る
。
ま
た
、
『
維
摩
会
抄
』
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
文
保
三
年
の
兵
庫
北
関
を
め

ぐ
る
紛
争
で
神
輿
が
上
洛
し
公
武
間
で
相
論
と
な
っ
た
際
、
「
頼
心
西
得
業
」
が
鎌

倉

に
下
向
し
た
と
み
え
て
お
り
、
東
大
寺
の
使
僧
を
勤
め
る
有
力
僧
で
あ
っ
た
。
し

か

も
、
頼
心
は
楠
木
正
成
と
関
わ
り
深
い
河
内
国
金
剛
寺
の
学
頭
職
で
あ
っ
た
禅
恵

と
師
資
相
承
関
係
に
あ
っ
た
。
金
剛
寺
所
蔵
『
烏
註
必
沙
摩
法
』
に
は
次
の
奥
書
が
み

　
　
（
1
6
）

え
て
い
る
。
関
連
部
分
を
抄
出
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
殿
）

　
　
正
応
五
年
七
月
七
日
、
於
根
来
寺
五
坊
書
写
了
、
同
九
日
奉
伝
畢
、
　
良
ー
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嘉
元
三

年
二
月
十
二
日
、
於
根
来
寺
五
坊
書
之
、
同
十
四
日
伝
授
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頼
心
、
廿
二
、

　
　
元
応
元
年
昧
十
月
十
六
日
、
於
東
大
寺
院
主
坊
、
師
王
御
本
書
写
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禅
恵

G
に
み
え
た
良
殿
・
頼
継
・
頼
済
へ
の
法
流
と
共
通
し
、
頼
済
ら
東
大
寺
の
三
論
・

東
密
を
兼
学
す
る
僧
は
真
福
寺
・
金
剛
寺
の
僧
ら
と
師
資
相
承
関
係
を
共
有
化
し
て

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
頼
済
・
頼
心
ら
の
周
辺
に
は
憲
朝
も
考
え
ら
れ
る
。
憲
朝
は
建
武
五
年
（
一
三
四

〇
）
・
観
応
元
年
（
二
二
五
〇
）
分
の
河
上
荘
七
名
年
貢
結
解
状
に
夏
供
の
下
行
分

を
受
け
と
る
僧
と
し
て
み
え
る
が
（
『
東
大
寺
文
書
』
八
ー
七
〇
七
・
八
九
五
）
、
真

福
寺
聖
教
で
は
、
嘉
暦
四
年
（
二
二
二
九
）
に
中
観
上
人
自
筆
の
『
勝
髪
宝
窟
光
閲

紗
』
を
東
南
院
で
書
写
し
て
い
て
、
東
南
院
の
学
僧
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
永

一
一
年
（
一
二
七
四
）
に
東
大
寺
東
室
僧
坊
で
『
中
論
疏
聞
書
』
、
文
保
元
年
二

三
一
七
）
に
『
秘
抄
口
決
』
、
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
に
東
大
寺
西
室
実
相
院
で

『大
乗
三
論
資
伝
』
『
大
乗
三
論
大
義
抄
巻
第
四
』
、
貞
和
四
年
（
〕
三
四
八
）
に
西

室
実
相
院
で
『
三
論
遊
意
』
、
観
応
三
年
（
二
二
五
二
）
に
東
南
院
御
経
蔵
の
『
弥

勒
上
下
経
遊
意
十
重
』
『
大
品
義
疏
残
昏
』
、
貞
治
五
年
（
＝
二
六
六
）
に
実
相
院
で

東
南
院
本
『
鳩
摩
羅
什
法
師
大
儀
』
、
建
武
年
間
に
は
『
如
仏
法
言
短
釈
』
を
因
明

講
の
た
め
に
準
備
し
、
宗
性
の
『
量
於
眼
寺
短
釈
』
も
書
写
し
て
い
る
。
三
論
と
東

密
の
兼
学
が
濃
厚
で
あ
り
、
頼
済
・
頼
心
と
同
様
の
事
情
で
そ
の
聖
教
が
伝
来
し
た

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

可
能
性
が
高
か
ろ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
真
福
寺
に
は
東
大
寺
東
南
院
関
連
の
聖
教
が
多
数
伝
来
し
て
お

り
、
頼
済
の
聖
教
の
伝
来
の
背
景
に
は
信
楡
の
関
与
が
濃
厚
で
あ
る
。
信
喩
は
、
貞

治
六
年
（
二
二
六
七
）
に
東
南
院
聖
珍
法
親
王
自
筆
の
『
応
長
元
年
伝
法
灌
頂
記

録
』
を
東
大
寺
で
書
写
し
、
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
に
東
南
院
本
『
伝
法
灌
頂
三

摩
耶
戒
作
法
』
を
東
大
寺
実
相
院
で
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

　
　
（
1
9
）

い

る
が
、
さ
ら
に
頼
済
か
ら
宥
恵
に
い
た
る
法
脈
も
加
え
ら
れ
た
。
頼
済
を
め
ぐ
る

僧
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
東
大
寺
・
尾
張
真
福
寺
・
河
内
金
剛
寺
な
ど
に
広
が
っ
て
お

り
、
真
福
寺
の
聖
教
形
成
は
こ
れ
ら
の
僧
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
う
え
に
築
か
れ
て
い

る
。
し
か
も
、
真
言
の
面
で
は
頼
喩
の
新
儀
真
言
の
法
流
に
あ
り
、
こ
の
教
学
は
開

山
能
信
が
伝
授
を
う
け
た
高
幡
不
動
儀
海
の
法
流
も
新
儀
真
言
で
あ
れ
ば
、
両
者
矛

盾
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
上
の
内
容
を
、
頼
済
の
『
八

生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
を
考
察
す
る
う
え
で
の
前
提
と
し
て
お
こ
う
。

②
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
と
そ
の
年
代
と
内
容

　
頼
済
は
三
論
・
真
言
を
兼
学
す
る
東
大
寺
東
南
院
の
学
僧
で
、
東
大
寺
・
尾
張
真

福
寺
・
河
内
金
剛
寺
を
結
び
つ
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
核
に
あ
り
、
東
大
寺
で
は
衆

会
の
構
成
員
で
年
預
代
も
務
め
る
よ
う
に
文
書
管
理
の
実
務
能
力
を
身
に
つ
け
た
僧

で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
真
福
寺
所
蔵
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
の
紙
背
文
書
を
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

し
内
容
を
検
討
し
た
い
。
な
お
、
書
状
に
は
字
句
を
訂
正
し
た
り
行
間
に
補
入
し
た

箇
所
が
い
く
つ
も
あ
り
、
実
際
に
差
し
出
し
た
文
書
、
あ
る
い
は
、
差
し
出
し
の
控

え
の
両
様
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
あ
り
そ
う
な
文
書
に
は
「
土
代
」
と

付
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
土
代
と
は
し
た
が
、
明
確
に
控
え
と
断
定
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

　
（
・
1
）
　
『
入
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
の
翻
刻
と
紹
介

　
ま
ず
、
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
の
紙
背
文
書
を
未
だ
翻
刻
に
は
不
十
分
な
面
も

あ
る
け
れ
ど
も
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
文
書
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
改
行

部
分
は
」
で
示
し
て
お
い
た
。
文
書
名
で
筆
者
不
明
の
前
後
欠
の
文
書
は
筆
跡
か
ら

判
断
し
た
。

1
、
覚
口
書
状

　
　
　
用
脚
事
、
其
後
何
躰
候
乎
、
真
実
」
可
逐
電
計
候
、
可
被
察
候
也
、
猶
々
」

　
　
　
牒
事
目
出
候
、
雑
掌
を
可
沙
汰
居
者
」
真
実
く
安
堵
不
可
過
之
候
、
弥
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
　
代
官
等
事
、
公
心
々
可
下
之
由
存
候
、
如
何
、
」
口
度
令
申
候
京
都
」
代
官
下
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（
仁
力
）

　
　
向
事
、
」
信
乃
・
越
後
一
躰
」
口
候
、
已
仰
下
候
之
由
申
候
、
」
定
宜
候
者
令

　
　
下
向
候
歎
、
」
案
聖
人
進
之
由
申
間
、
返
之
了
、

佐
州
事
、
牒
如
此
被
成
候
之
間
、
」
返
々
悦
存
候
、
令
進
繍
旨
も
不
可
入
」
候
、

新
田
越
後
国
司
・
守
護
二
て
候
へ
は
、
自
」
宮
厳
密
二
被
仰
下
候
者
、
可
沙
汰

居
」
雑
掌
之
条
、
不
可
有
子
細
候
、
就
其
者
、
」
有
上
洛
可
被
申
者
也
、
不
可
道

行
候
、
い
か
・
」
候
へ
き
、
只
状
ハ
か
り
に
て
ハ
、
猶
不
可
有
正
躰
候
、
」
い
か

さ
ま
二
も
國
ヘ
ハ
候
と
ん
、
可
下
候
と
て
も
、
」
正
文
も
判
も
不
可
入
事
候
、
地

下
事
、
種
々
」
廻
計
可
有
上
洛
之
由
、
京
都
に
て
も
承
候
、
」
又
地
下
事
、
勿
論

　
　
　
　
京
都
加
勢
か
た
の
事

く
候
、
可
為
無
沙
汰
、
」

2
、
覚
口
書
状
土
代

　
　
　
　
　
　
　
　
（
な
か
）

　
　
　
給
候
へ
、
さ
り
口
か
ら
と
覚
候
、
返
々
無
正
躰
、
」
能
々
可
有
御
尋
候
、
自

　
　
　
帰
参
候

　
　

國
代
官
二
て
作
直
」
申
入
候
ハ
・
や
と
云
儀
候
へ
と
も
、
空
と
候
て
候
へ
く

　
　
　
候
、
」
猶
々
寛
聡
代
官
在
國
を
六
借
か
り
候
て
、
多
々
口
」
上
候
ハ
ん
れ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有

　
　
　
に
、
如
此
授
申
候
て
候
由
推
候
、
罷
登
」
令
申
入
候
つ
る
分
、
不
可
正
躰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
力
）
　
　
　
　
（
髪
元
無
力
）
　
　
　
　
　
（
知
力
）

　
　

候
、
被
召
由
候
て
、
能
々
」
口
尋
聞
、
」
口
口
口
〔
〕
」
口
口
向
殿
」
口
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

　
　

人
治
部
」
左
衛
門
行
仲
と
」
申
候
者
、
身
か
ら
も
」
か
え
た
く
候
人
を
も
」

　
　
　
（
七
力
）

　
　

口
八
人
可
召
具
候
、
」
又
真
順
に
も
心
苦
候
由
、
」
母
儀
な
き
候
と
き
申
候
時

　
　
　
　
　
行
仲

　
　

候
、
親
類
候
、
」
可
見
口
」
放
候
間
、
仰
付
可
下
候
、
」
必
今
ハ
先
國
を
つ
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
　
（
如
力
）

　
　

く
も
ち
候
て
こ
そ
、
よ
く
候
ハ
ん
す
れ
ハ
と
」
存
候
て
、
」
口
此
申
付
候
也
、

　
　
　
　
　
　
張

　
　

國
狼
籍
■
本
事
、
申
入
候
鹿
、
」
口
口
御
沙
汰
之
由
、
被
仰
下
候
、
芳
御
沙

　
　

汰
之
次
第
、
悦
覚
候
、
く
、
」
口
令
止
候
用
脚
事
、
幡
鶴
か
少
分
こ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

　
　

給

候
へ
く
候
、
」
口
と
事
人
な
く
て
、
聖
人
事
も
察
候
な
と
申
候
、
給
候

　
　

了
、
」

十
六
日
、
聖
参
可
申
入
之
由
、
申
候
之
」
間
、
聖
人
を
進
候
て
、
方
々
尋
候
へ
と

も
、
」
早
出
候
歎
之
間
、
不
謁
候
間
、
公
明
卿
」
仰
候
之
間
、
長
官
被
参
候
ハ
、

尤
可
有
申
」
沙
汰
之
虚
、
早
御
参
候
之
上
ハ
、
此
事
」
急
事
候
、
寺
門
一
大
事
候
、

不■
可
成
之
候
、
」
可
申
入
之
由
申
候
間
、
今
日
ハ
無
便
宜
候
者
、
」
明
日
御
参
候
へ
、

〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昨
日

必
々

可
伺
申
之
由
、
申
遣
間
、
」
伺
候
て
、
被
聞
召
候
了
、
當
方
へ
被
付
候
」
由
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令

忠
顕
卿
二
被
仰
候
了
、
自
國
々
上
洛
候
」
代
官
等
、
不
下
南
都
、
國
之
躰
為
門
跡

（
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧

寄
」

3
、
俊
禅
書
状
土
代
　
　
　
　
　
　
　
（
知
力
）

　
≧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
　
　
只
今
、
申
候
分
ハ
下
口
浮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
地

可
申
入
之
後
、
可
被
進
　
論
旨
之
由
、
被
仰
下
」
候
、
天
平
　
勅
施
入
事
、
未
被

聞
召
、
其
も
」
可
被
聞
召
之
由
、
被
仰
下
候
、
此
上
ハ
足
利
之
」
代
官
事
を
も
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

候
ハ
す
、
代
官
を
も
可
下
之
志
候
、
」
併
相
頼
候
、
可
被
用
意
候
、
廿
二
三
日
之

　
間
、
」
い
か
・
候
へ
き
、
京
都
に
も
或
仁
上
七
八
人
」
候
、
器
用
を
語
置
候
、
其

　
ハ
念
々
可
下
向
候
、
進
」
申
候
時
知
之
許
へ
も
、
只
今
又
仰
候
了
、
道
眼
殺
」
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヘ
ク
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
説

事
も
、
如
法
無
事
御
沙
汰
候
〔
〕
候
、
其
も
実
儀
」
可
申
入
之
由
、
被
仰
下
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
〉

寺
家
使
上
洛
候
と
も
、
」
行
に
い
か
ハ
か
り
候
、
巻
事
し
候
ぬ
と
も
」
不
覚
候
、

ミ
も
御
無
事
候
ヘ
ハ
、
待
申
候
と
も
不
可
有
口
」
候
也
、
使
春
願
坊
依
上
洛
、
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
申
力
）

官
等
沙
汰
直
候
事
」
を
・
せ
し
候
へ
く
候
す
る
歎
、
返
々
可
為
勝
事
候
、
」
寺
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
候

上

と
も
、
只
今
代
官
に
可
被
進
上
仕
之
由
、
こ
と
に
」
可
思
召
候
欺
、
天
平
　
勅

　
　
　
　
　
此
使
二
　
　
　
　
　
　
　
　
≧

施
入
事
、
可
注
給
候
、
猶
々
」
代
官
事
、
今
一
日
も
遅
々
候
ハ
、
為
國
為
道
可
悪

　
（
歎
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
々
カ
）

候
口
、
」
念
々
可
被
沙
汰
直
候
、
上
洛
候
間
、
代
官
ハ
な
と
や
遅
口
」
申
候
歎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
L
洛
）

返

々
不
可
及
上
洛
、
う
る
は
し
く
口
口
事
」

4
、
頼
口
書
状
・
信
聡
勘
返
状
（
『
…
…
』
は
信
聡
勘
返
状
）

　
（
端
裏
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
信
聡
』

　
「
（
捻
封
墨
引
）
　
進
覧
候
　
　
　
　
　
頼
口
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

　
　
『
勘
申
候
、
為
下
へ
く
候
、
』

　
　
　
　
　
　
　
　
『
＼
」
　
　
　
　
『
可
被
召
候
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
（
カ
）

維
摩
會
之
時
、
御
腰
輿
」
申
請
候
哉
、
難
相
尋
候
、
」
未
尋
出
候
者
、
可
下
申

献
L
申
入
候
又
御
道
具
　
△
璽
〉
竃
繍
蟻
韓
灘
躍
蝿
竃
醒

　
『
明
朝
可
被
遣
候
、
如
何
可
什
候
哉
」

違
哉
、
不
可
及
功
効
候
也
、
」
恐
惇
謹
言
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
『
信
聡
』

　
　

十
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
頼
口
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5
、
信
聡
書
状

　
　
（
端
裏
書
）

　
　
「
（
捻
封
墨
引
）
　
　
　
　
　
信
聡
」

此
事
申
伺
候
て
見
候
へ
く
候
、
」
但
、
勧
修
寺
よ
り
被
申
」
候
ハ
ん
事
、
人
の
思

　
候
所
」
よ
ハ
く
し
き
様
二
候
、
如
何
」
御
寺
務
御
結
構
候
て
、
太
令
及
」
違
乱

　
無
御
口
口
者
、
無
力
次
第
候
、
」
方
々
よ
り
群
務
上
候
間
、
無
計
」
煩
候
、
又

　
務
を
語
候
事
ハ
、
却
不
止
候
」
け
に
候
、
返
々
い
ふ
せ
く
候
、
恐
々
」
謹
言
、
」

　
　
　
（
九
力
）

　
　
　
口
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
信
聡

6
、
某
書
状

　
　
（
端
裏
書
）

　
　
「
（
切
封
墨
引
）
」

　
　
　
円
英
五
師
上
洛
候
ハ
・
、
万
事
可
申
」
入
、
有
可
然
沙
汰
候
、
」

　
六
日
御
札
委
細
拝
見
仕
候
詑
、
」
抑
、
隆
法
事
、
三
日
京
着
仕
候
て
、
翌
日
」
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
カ
）

公
明
卿
委
細
申
入
候
了
、
多
分
所
存
口
」
蓋
候
了
、
叡
慮
も
無
相
違
候
歓
、
其
」

　
子
細
、
西
室
へ
も
可
有
御
傳
候
、
法
勝
寺
」
聖
人
、
三
日
、
為
勅
使
、
関
東
下
向

　
次
、
太
」
神
宮
参
詣
之
由
、
聞
召
入
候
、
兼
又
、
原
口
」
書
上
、
今
日
八
日
両
通

　
　
　
　
　
　
　
（
之
力
）

　
到
来
、
長
官
返
答
口
」
趣
、
定
円
英
五
師
申
入
候
欺
、
大
方
ハ
始
口
」
為
恩
賞
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
力
）

　
奉
行
、
各
細
々
候
と
も
、
當
寺
口
」

　
（
注
）
袖
に
切
封
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。

7
、
俊
禅
書
状

　
　
　
カ
　

　
　
　
富
延
寺
ヘ
ハ
人
ハ
被
下
候
乎
、
如
此
」
少
所
、
先
御
代
ニ
ハ
主
を
つ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
れ
」
候
は
て
、
年
貢
地
下
二
皆
持
候
」
事
候
、
公
心
々
、
先
日
被
人
候
也
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
進
房

　
　
　
上
、
正
成
」
猶
違
乱
候
ハ
・
、
可
被
問
答
候
欺
、
」
円
賀
用
却
事
」
ハ
、
い

　
　
　
か
・
申
候
欺
、
灌
頂
」
事
も
、
少
分
取
候
も
、
」
取
た
て
候
に
て
」
可
思
定

　
　
　
候
、
さ
様
、
」
足
い
つ
可
到
来
之
」
由
た
に
も
治
定
候
ハ
・
、
」
可
治
御
日
次

　
　
　
候
分
五
百
疋
ハ
か
り
、
先
可
入
候
へ
と
も
、
」
猶
略
候
ハ
・
先
千
疋
ハ
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意

　
　
二
て
、
先
と
く
ま
ハ
り
の
」
有
把
今
可
引
候
、
内
道
場
方
ハ
、
此
日
、
用
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
候

円
賀
用
脚
も
又
」
御
沙
汰
入
も
」
只
百
文
あ
す
可
到
来
た
り
」
と
て
ハ
不

　
　
道
行
候
時
に
」
被
閣
余
事
、
い
か
程
い
つ
れ
の
日
可
被
進
之
由
を
可
入
承
候

　
　
て
、
」
就
其
候
て
、
用
途
参
候
也
、
状
被
成
所
も
、
少
々
尋
給
候
乎
、
」
但
、

　
　
彼
用
脚
無
事
候
由
、
其
跡
者
不
可
及
沙
汰
候
、
」
且
学
所
之
子
細
事
所
可
承

　
　
候
也
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

先
日
、
進
状
候
き
、
依
無
便
宜
、
」
難
承
御
返
事
候
欺
、
被
審
候
」
祭
礼
延
引
之

上

ハ
、

哀
進
候
間
、
御
上
洛
候
へ
く
候
と
覚
候
、
牒
事
」
返
々
目
出
候
、
依
是
、

　
　
　
ξ

新
田
へ
自
」
宮
被
仰
候
条
、
芳
可
宜
候
間
、
」
無
御
上
洛
者
、
不
可
道
行
候
、
」
宮

御
事
に
候
、
以
私
承
候
し
か
と
も
、
」
無
殊
事
進
之
候
、
ミ
を
御
か
せ
」

（注
）
袖
に
切
封
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。

8
、
俊
禅
書
状

　
聞
候
、
目
出
候
、
今
ハ
ミ
を
そ
る
へ
き
よ
し
」
被
申
候
へ
と
も
、
御
年
者
廿
之
由

　
　
　
　
　
被
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ミ
所
力
）

返
給
了
、
」
召
具
可
有
沙
汰
之
由
、
難
被
申
上
候
、
口
口
」
も
給
候
欺
之
由
申
候
、

如
此
御
沙
汰
之
上
ハ
、
」
申
へ
く
候
子
細
候
へ
し
と
申
候
、
付
是
非
、
必
々
」
可

　
有
御
上
洛
候
、
又
用
脚
事
、
返
々
」
無
心
元
候
、
勾
當
可
上
洛
由
承
候
し
」
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
カ
）

も
無
其
儀
候
、
不
審
候
、
さ
な
か
ら
」
不
思
懸
申
事
に
て
候
へ
と
も
、
京
都
口
」

　
寒
気
以

外
候

間
、
病
躰
難
治
候
、
若
」
笠
置
木
少
々
召
給
候
条
ハ
勿
躰
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
て

　
口
、
」
無
相
違
者
是
■
■
逗
給
候
之
様
、
可
被
」
下
知
候
乎
、
在
京
之
躰
、
詳
可

　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
と

　
被
察
之
候
、
」
猶
々
用
脚
事
、
必
々
さ
た
す
へ
く
候
、
可
被
進
候
也
、
口
」
述
計

　
蓋
た
る
書
下
候
、
恐
々
謹
言
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
日

　
　
（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　
「
　
　
　
（
切
封
墨
引
）

　
　
　
　
（
都
）

　
　
　
助
僧
口
御
房
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
禅
」

9
、
覚
口
書
状
土
代
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「　
（
切
封
墨
引
）

　
（
端
裏
書
）

　

助
僧
都
御
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
禅
」

　
　
近
候

日
、
可
有
御
上
洛
之
由
承
候
、
実
」
に
て
候
へ
と
て
、
い
か
に
悦
存
候

　
　
ハ
ん
と
」
覚
候
、
両
通
牒
、
必
々
向
廻
可
給
候
也
、
」

今
朝
、
令
申
候
、
便
宜
之
間
、
態
も
給
候
へ
く
候
」
由
、
申
候
し
か
と
も
、
猶
無

沙
汰

に
や
候
は
ん
す
ら
ん
と
て
」
進
人
候
、
六
月
牒
、
国
司
方
正
文
、
守
」
護
方

案
文
正
文
ハ
付
守
護
候
了
、
可
給
候
、
俊
禅
進
」
醍
醐
候
し
を
、
又
被
召
候
け
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
糺

申
候
、
其
に
候
て
、
」
両
通
候
て
、
公
心
々
可
給
候
、
又
、
用
脚
事
、
」
少
々
ツ
・
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

進
候
間
、
可
有
御
沙
汰
事
候
て
、
返
々
」
悦
覚
候
、
く
、
必
々
可
給
候
、
又
富

延
」
寺
御
教
書
、
今
朝
、
を
く
り
、
正
成
之
邊
」
知
行
候
て
、
公
用
こ
と
を
も
、

少
分
さ
た
し
候
」
ハ
ん
と
申
候
事
候
や
ら
ん
、
可
有
御
尋
候
、
灌
頂
之
」
一
大
事
、

此
間
も
御
沙
汰
度
候
間
こ
て
、
是
も
い
か
・
」
し
候
ハ
・
、
可
沙
汰
候
へ
く
候
、

　
（
カ
）

御
同
〔
　
〕
也
、
〔
　
〕
」
〔
　
　
〕
、
恐
々
謹
言
、
」

　
　
　
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
覚
口

（注
）
袖
に
切
封
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。

1
0
、
俊
禅
書
状

　
　
（
端
裏
書
）

　
「
助
僧
都
御
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
禅
」

　
こ
の
御
沙
汰
、
廿
四
・
五
日
之
間
二
法
勝
寺
」
聖
伺
申
入
候
へ
き
よ
し
申
候
、
こ

　
れ
二
つ
き
」
候
て
、
寺
門
使
者
も
、
明
日
、
無
沙
汰
候
て
口
不
可
」
有
正
躰
候
、

相
構く
、
明
日
上
洛
候
様
に
可
有
御
沙
汰
候
、
」
御
在
京
之
式
、
七
月
廿
日
よ

り
い
ま
・
て
ハ
心
」
う
つ
く
し
く
候
、
さ
ん
く
の
御
様
に
て
候
、
こ
と
に
」
今

明
日
供
御
以
下
闘
如
候
間
、
毎
事
御
心
苦
存
候
、
」
自
去
年
、
御
在
京
候
へ
と
も
、

こ
れ
ほ
と
闘
如
之
」
事
な
く
候
、
返
く
あ
さ
ま
し
き
御
事
」
に
て
候
、
あ
な
か

し
く
、
」

　
　
　

九

月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
禅

　
（
注
）
袖
に
切
封
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。

1
1
、
俊
禅
書
状
土
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
仰
下
候
条
、
芳
不
可
子
細
、
就
其
ハ
、
聞
」
左
右
可
被
取
候
条
ハ
、
無
口
口
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

間
、
可
遅
々
候
」
様
候
ぬ
へ
き
物
と
、
兵
士
二
な
り
候
ぬ
へ
き
仁
」
と
■
、
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧

召
可
差
下
之
由
仰
候
了
、
若
」
無
正
躰
ハ
無
具
候
、
煩
に
て
候
に
て
候
ハ
ん
」
す

　
　
　
　
　
一
大
事
候
、

れ

と
も
、
○
如
此
申
候
こ
て
ハ
、
又
可
進
之
候
」
間
、
其
由
申
候
了
、
就
其
候
て

も
、
快
春
に
」
可
被
仰
候
て
、
時
知
先
師
奉
公
是
程
と
口
」
存
候
ハ
ん
、

　
門
徒
申
候
や
う
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仰

只
尋
常
之
儀
と
存
候
ハ
・
、
以
外
可
」
参
差
候
、
且
可
被
其
由
候
歎
、
別
為
其

身
」
借
遣
候
ハ
可
宜
候
歎
、
自
是
も
如
何
も
尋
借
」
度
候
、
さ
候
ヘ
ハ
と
て
、
甲

　
二
龍
な
と
付
て
候
風
情
、
」
鈴
事
二
類
候
ハ
ん
す
る
新
物
・
金
物
な
と
如
何
」
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ん
カ
）

勝
二
候
か
、
糸
色
な
と
も
う
つ
く
し
く
候
ハ
ロ
」
を
令
申
候
、
快
春
能
々
可
被
仰

候
、
二
具
入
口
」
ハ
ん
す
れ
は
、
両
人
儀
遣
候
へ
く
候
と
存
候
」
へ
く
候
、

　
　
　
　
　
（
止
力
）

〔

〕
事
々
口
了
、
恐
々
謹
言
、
」

　
　
　

十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
俊
禅

1
2
、
覚
口
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
見
合

無
相
違
分
二
て
候
了
、
此
曹
を
見
」
へ
く
候
、
若
薫
を
○
可
下
候
由
申
候
、
か

　
く
」
し
候
ハ
・
可
遅
々
候
間
、
相
構
上
品
」
の
を
可
借
給
之
由
、
可
被
仰
候
、
凡

　
　
　
　
与
州

時
知
へ
」
奉
公
事
、
是
程
と
存
候
ハ
て
ハ
、
可
存
等
閑
」
候
、
其
旨
趣
も
能
々
可

被
説
法
候
、
大
田
庄
」
可
被
所
望
之
由
申
候
、
別
進
人
可
申
之
由
」
申
候
へ
と
も
、

未
見
候
、
俊
禅
罷
候
し
」
時
、
申
候
了
、
猶
々
相
構
く
無
相
違
」
之
由
可
被
仰

候
、
京
中
計
二
て
は
候
ハ
ん
」
す
ら
ん
と
覚
候
、
可
労
之
由
可
仰
候
、
佐
州
」
代

官
事
を
も
入
意
候
間
、
如
何
も
沙
汰
候
て
、
遣
」
度
候
間
、
如
此
案
申
候
、
能
々

可
被
仰
候
」
之
由
、
被
仰
下
候
、
恐
々
謹
言
、
」

　
　

九

月
十
入
日
　
　
　
　
　
　
覚
口

　
　
（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
　
「
　
　
　
（
切
封
墨
引
）

　
　

助
僧
都
御
房
　
　
　
　
　
　
　
覚
口
」
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ニ
ー
－
）
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
の
性
格
と
年
代

　
紙
背
文
書
群
の
年
代
は
、
頼
済
の
暦
応
四
年
（
二
二
四
二
）
閏
四
月
四
日
の
奥
書

が
あ
り
こ
れ
が
下
限
と
な
る
。
年
次
等
の
検
討
の
た
め
に
、
文
書
中
の
人
物
を
手
が

か
り
に
文
書
群
の
性
格
と
年
代
を
考
え
て
み
た
い
。
以
下
、
考
証
の
過
程
で
（
2
）

な
ど
と
括
弧
内
に
記
し
た
番
号
は
、
右
記
の
文
書
番
号
で
あ
る
。

　
人
物
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
①
公
家
に
忠
顕
卿
（
2
）
、
公
明
卿
（
2
・
6
）
、

長
官
（
2
）
、
②
実
名
で
呼
ば
れ
る
人
物
が
時
知
（
3
・
1
1
・
1
2
）
、
正
成
（
7
）
、

治
部
左
衛
門
行
仲
（
2
）
、
③
名
字
で
は
新
田
（
1
・
7
）
、
足
利
（
3
）
、
④
僧
は

春
願
坊
（
3
）
、
道
眼
（
3
）
、
円
英
五
師
（
6
）
、
大
進
房
円
賀
（
7
）
、
快
春

（
1
1
）
、
法
勝
寺
聖
人
（
6
、
1
「
聖
人
」
、
1
0
「
法
勝
寺
聖
」
、
「
聖
」
も
同
様
）
、
助

僧
都
（
9
・
1
0
・
1
2
）
。
ほ
か
に
⑤
宮
（
1
・
7
）
が
い
る
。
内
容
で
は
ー
・
7
・

9
に
「
牒
」
が
み
え
雑
訴
決
断
所
の
牒
で
あ
ろ
う
。
雑
訴
決
断
所
は
、
建
武
政
権
が

元
弘
三

年
（
二
三
三
二
）
九
月
ご
ろ
に
設
置
し
建
武
二
年
（
＝
二
三
五
）
一
〇
月
ま

で

機
能
し
て
お
り
、
忠
顕
は
千
種
忠
顕
、
公
明
は
三
条
公
明
、
時
知
は
小
田
時
知
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

正

成
は
楠
木
正
成
で
、
い
ず
れ
も
雑
訴
決
断
所
お
よ
び
記
録
所
の
成
員
で
あ
っ
た
。

牒
の
効
力
に
つ
い
て
、
1
覚
口
書
状
に
は
「
牒
事
、
目
出
候
、
雑
掌
を
可
沙
汰
居
者

真
実く
安
堵
不
可
過
之
候
」
、
ま
た
「
令
進
倫
旨
も
不
可
入
候
」
と
現
地
の
安
堵

に
効
果
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
建
武
記
』
収
録
の
雑
訴
決
断
所
条
々
の

第
五
条
に
、
勅
裁
が
あ
っ
て
輪
旨
が
発
給
さ
れ
た
と
し
て
も
決
断
所
牒
を
帯
び
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

な
け
れ
ば
下
地
を
遵
行
で
き
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
お
り
、
建
武
政
権

の

政
策
を
踏
ま
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
新
田
・
足
利
は
新
田
義
貞
・
足
利

尊
氏
を
さ
そ
う
が
、
両
者
は
建
武
二
年
二
月
二
日
に
足
利
直
義
が
義
貞
詠
伐
の
命

令
を
出
し
て
以
降
は
第
三
者
か
ら
も
敵
対
関
係
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か

ら
み
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
以
前
と
み
ら
れ
よ
う
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編

之
二
）
。

　
僧
を
み
よ
う
。
円
英
五
師
に
つ
い
て
。
五
師
は
大
衆
を
代
表
し
寺
僧
の
集
会
を
運

営
す
る
職
で
、
寺
僧
の
保
有
物
件
に
保
証
を
与
え
、
文
書
も
管
理
し
た
。
円
英
は
正

中
元
年
（
一
三
二
四
）
か
ら
貞
和
二
年
（
＝
二
四
六
）
間
に
五
師
で
、
嘉
暦
元
年

（
二

三
一
六
）
・
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
・
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
に
は
年
預

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

所
を
代
表
す
る
年
預
五
師
で
あ
っ
た
。
6
某
書
状
に
は
「
円
英
五
師
上
洛
候
ハ
・
、

万
事
可
申
入
、
有
可
然
沙
汰
候
」
と
見
え
、
円
英
は
在
京
東
大
寺
僧
の
意
見
を
集
約

し
、
指
示
を
下
す
立
場
に
あ
り
、
「
長
官
返
答
口
趣
、
定
円
英
五
師
申
入
候
欺
」
の

文
言
か
ら
造
東
大
寺
長
官
か
ら
の
回
答
に
答
え
を
出
す
立
場
あ
っ
た
。
円
英
は
東
大

寺
の
惣
寺
を
代
表
し
て
お
り
、
先
の
人
々
の
活
動
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
建
武
元
年

以

後
の
事
態
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
造
東
大
寺
長
官

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

は
藤
原
実
治
と
な
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
「
法
勝
寺
聖
人
」
「
法
勝
寺
聖
」
は
『
太
平
記
』
原
作
者
の
一
人
と
考
え

ら
れ
る
恵
鎮
で
あ
ろ
う
。
1
0
の
九
月
二
〇
日
俊
禅
書
状
に
は
「
廿
四
・
五
日
之
間
二

法
勝
寺
聖
伺
申
入
候
へ
き
よ
し
申
候
」
と
み
え
て
恵
鎮
が
東
大
寺
の
申
し
出
を
受
け

止
め

る
立
場
に
あ
り
、
6
某
書
状
で
は
「
法
勝
寺
聖
人
、
三
日
、
為
勅
使
関
東
下
向

次
、
太
神
宮
参
詣
之
由
、
聞
召
入
候
」
と
勅
使
と
し
て
関
東
に
下
向
す
る
と
記
さ
れ

て

い

る
。
恵
鎮
の
行
実
を
整
理
さ
れ
た
小
木
曽
千
代
子
氏
に
よ
れ
ば
、
恵
鎮
は
正
慶

二

年
（
一
三
三
三
）
一
一
月
に
東
大
寺
勧
進
職
を
獲
得
し
、
建
武
元
年
（
一
三
三

四
）
に
旧
得
宗
邸
に
建
立
さ
れ
た
宝
戒
寺
の
開
山
と
な
り
、
翌
二
年
一
〇
月
に
後
醍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
5
）

醐
天
皇
の
勅
使
と
し
て
鎌
倉
の
尊
氏
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
。
勅
使

の

一
件

は
、
『
太
平
記
』
巻
十
四
に
は
北
条
時
行
ら
の
追
捕
以
後
の
こ
と
と
し
て
以

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

下
の

よ
う
に
み
え
る
。

　
　
今
陰
謀
の
企
あ
る
由
叡
聞
に
達
し
け
れ
ば
、
主
上
逆
鱗
有
て
、
「
縦
其
忠
功
莫

　
　
大
な
り
と
も
不
義
を
重
ば
可
為
逆
臣
条
勿
論
也
。
則
追
伐
の
宣
旨
を
可
被
下
」

　
　

と
御
噴
有
け
る
を
、
諸
卿
余
議
有
て
「
尊
氏
が
不
義
難
達
叡
聞
未
知
其
実
、
罪

　
　
の

疑

し
き
は
以
て
功
の
誠
あ
る
を
被
棄
事
は
非
仁
政
」
、
親
房
・
公
明
頻
に
諌

　
　
言

を
被
上
し
か
ば
、
さ
れ
ば
法
勝
寺
の
恵
鎮
上
人
を
鎌
倉
へ
奉
下
、
事
の
様
を

　
　

可
尋
窮
定
ま
り
に
け
り
。
恵
鎮
上
人
奉
勅
、
関
東
へ
下
ら
ん
と
欲
給
け
る
其
日
、
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尊
氏
卿
、
細
河
阿
波
守
和
氏
を
使
に
て
、
一
紙
の
奏
状
を
被
捧
た
り
。

尊
氏
に
陰
謀
の
企
て
が
あ
る
と
風
聞
が
た
ち
、
調
停
に
恵
鎮
が
勅
使
と
し
て
鎌
倉
に

下

向
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
、
『
太
平
記
』
は
原
因
を
中
先
代
の
乱
の
鎮
定
後

に
尊
氏
が
勝
手
に
恩
賞
を
行
お
う
と
し
、
「
先
立
新
田
の
一
族
共
拝
領
し
た
る
東
国

の

所
領
共
を
、
悉
く
闘
所
に
成
し
て
、
給
人
を
ぞ
被
付
け
る
」
事
態
に
、
新
田
義
貞

は

「我
分
国
越
後
・
上
野
・
駿
河
・
播
磨
な
ど
に
、
足
利
の
一
族
共
の
知
行
の
庄
園

を
押
へ
て
、
家
人
共
に
ぞ
被
行
け
る
」
事
態
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。

紙
背
文
書
で
は
、
足
利
・
新
田
の
直
接
対
立
は
導
け
な
い
が
、
東
大
寺
の
所
領
交
渉

に
両
者
の
関
係
が
色
濃
く
お
ち
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
れ
よ
う
。
こ
の
点
で
も
建
武

二
年
二
月
以
前
の
可
能
性
が
高
い
。

　

文
書
の
発
給
者
と
受
給
者
を
み
よ
う
。
発
給
者
は
、
実
名
を
は
っ
き
り
で
き
な

か

っ

た
覚
口
（
1
・
2
・
9
・
1
2
）
な
ど
を
除
く
と
、
俊
禅
（
3
、
7
～
1
1
）
、
信

聡

（
4
・
5
）
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
最
も
多
い
俊
禅
に
つ
い
て
は
、
『
応
安
三
年
如
意

輪
法
記
』
は
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
六
月
に
東
南
院
門
主
願
海
が
前
門
主
聖
珍
法

親
王
と
と
も
に
御
所
で
如
意
輪
法
を
修
し
た
際
の
も
の
だ
が
、
随
行
僧
に
「
法
眼
俊

禅
縮
庭
」
と
み
え
る
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
三
二
）
。
聖
珍
は
後
宇
多
法
皇
の
孫

で
、
東
南
院
流
の
密
教
の
宗
匠
、
東
大
寺
別
当
・
東
寺
長
者
と
し
て
知
ら
れ
、
建
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

二
年
前
後
の
時
期
は
東
大
寺
別
当
の
職
に
あ
っ
た
。
俊
禅
は
東
南
院
の
寺
務
を
取
り

扱
う
立
場
に
あ
っ
た
。
一
方
、
聖
珍
は
、
建
武
二
年
正
月
二
八
日
の
後
醍
醐
天
皇
中

宮
の
お
産
の
際
の
祈
祷
記
録
『
御
産
御
祈
目
録
』
に
「
東
南
院
宮
聖
珍
」
と
み
え
後

宇
多
院
の
孫
な
が
ら
「
宮
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之

二
）
。
こ
の
関
係
か
ら
、
1
覚
口
書
状
で
「
新
田
越
後
国
司
・
守
護
に
て
候
へ
は
、

自
宮
厳
密
二
被
仰
下
候
」
、
ま
た
、
7
俊
禅
書
状
で
「
新
田
へ
自
宮
被
仰
候
条
、
勇

可
宜
候
間
、
無
御
上
洛
候
者
、
不
可
道
行
候
」
と
み
え
る
「
宮
」
は
、
俊
禅
が
上
位

の
人
物
の
意
図
を
在
京
の
東
大
寺
僧
に
伝
達
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

建
武
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
東
大
寺
別
当
聖
珍
と
断
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
ま
た
、
信
聡
は
建
武
二
年
一
〇
月
二
二
日
の
東
大
寺
衆
徒
余
議
事
書
お
よ
び
同
年

九

月
晦
日
東
大
寺
年
預
順
寛
等
連
署
借
状
な
ど
か
ら
み
て
「
僧
都
」
の
地
位
に
あ
る

東
大
寺
西
室
院
の
「
院
務
」
を
つ
か
さ
ど
る
有
力
僧
で
あ
っ
た
（
『
大
日
本
史
料
』

第
六
編
之
二
）
。
同
年
七
月
二
〇
日
に
は
、
興
福
寺
衆
徒
が
東
大
寺
を
攻
撃
し
た
事

件
で
衆
徒
の
意
見
と
異
な
る
判
断
を
信
聡
が
下
し
た
た
め
に
、
衆
徒
等
は
反
発
し
て

大
仏
殿

に
こ
も
り
信
聡
の
遠
島
を
要
求
し
て
い
る
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
）
。

6
某
書
状
に
は
「
隆
法
事
、
三
日
京
着
仕
候
て
、
翌
日
以
公
明
卿
委
細
申
入
候
了
、

　
　
　
（
を
カ
）

多
分
所
存
口
蓋
候
了
、
叡
慮
も
無
相
違
候
歎
、
其
子
細
、
西
室
へ
も
可
有
御
傳
候
」

と
、
京
都
で
の
交
渉
内
容
の
伝
達
先
に
指
定
さ
れ
た
西
室
が
信
聡
を
さ
す
の
で
は
な

か

ろ
、
ぷ
・
し
か
も
・
信
聡
失
脚
以
前
の
文
書
と
判
断
さ
れ
・
建
武
二
年
以
前
の
可

能
性
が
高
い
。

　
助
僧
都
ら
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
、
同
時
期
の
助
僧
都
に
は
建
武
三
年
九
月

五

日
の
東
大
寺
学
侶
等
起
請
文
に
美
濃
国
茜
部
荘
で
年
貢
収
納
の
際
に
代
官
を
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

し
た
東
大
寺
側
の
人
物
に
「
助
僧
都
」
が
み
え
、
『
岐
阜
県
史
　
古
代
・
中
世
3
』

は
頼
心
に
比
定
さ
れ
た
。
頼
済
と
親
し
い
関
係
の
頼
心
と
す
れ
ば
き
わ
め
て
興
味
深

い

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
確
定
は
む
つ
か
し
い
。

　
以
上
の

考
証
か
ら
、
紙
背
文
書
群
は
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
＝
月
以
前
の
建

武
政
権
期
の
東
大
寺
に
よ
る
朝
廷
と
の
交
渉
を
記
し
た
文
書
群
で
あ
っ
た
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
書
状
の
日
付
が
九
月
一
八
日
・
九
月
二
〇
日
・
一

〇

月
九
日
・
一
八
日
・
一
九
日
と
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
短
期
間
の
集
中

し
た
内
容
を
伝
え
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

③
建
武
政
権
期
の
東
大
寺
と
東
国

　
『
八
生
一
生
得
菩
提
事
』
紙
背
文
書
は
、
東
大
寺
と
建
武
政
権
の
間
で
の
所
領
交

渉
関
連
文
書
と
考
え
ら
れ
、
次
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。
内
容
は
、
①
佐

渡
国
の
知
行
国
問
題
（
1
）
、
②
代
官
に
よ
る
所
領
経
営
と
「
天
平
勅
施
入
」
の
主

張
（
3
）
、
③
大
田
荘
の
所
領
維
持
問
題
（
1
2
）
、
④
楠
木
正
成
の
所
領
違
乱
問
題
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（
7
）
の
四
点
に
な
ろ
う
。
④
は
正
成
が
東
大
寺
領
を
押
領
し
て
い
る
ら
し
く
、
苦

慮
し
な
が
ら
も
東
大
寺
と
は
旧
知
の
関
係
と
み
ら
れ
る
な
ど
興
味
深
い
が
、
本
稿
で

は

①
②
③
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。
①
佐
渡
国
の
知
行
国
問
題
は
、
聖
珍
が
新
田
氏

に
伝
達
し
て
現
地
の
維
持
を
は
か
ろ
う
と
し
て
お
り
、
「
正
文
も
判
も
不
可
入
事
候
、

地
下
事
、
種
々
廻
計
可
上
洛
之
由
、
京
都
に
て
も
承
候
」
と
み
え
、
訴
訟
の
最
中
で

あ
っ
た
（
1
）
。
こ
の
問
題
は
③
の
大
田
荘
の
維
持
問
題
と
関
わ
り
、
恵
鎮
を
通
し

て

の

関
東
で
の
交
渉
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
（
2
・
6
）
。

　
ま
た
、
俊
禅
ら
の
書
状
に
は
多
く
の
「
仰
」
が
あ
り
、
書
状
の
理
解
に
関
わ
る
の

で
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
（
先
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
力
）

　
　
①
「
口
度
令
申
候
京
都
代
官
下
向
事
、
信
乃
・
越
後
一
躰
口
候
、
已
仰
下
候
之

　
　
　
由
申
候
」
（
1
）

　
　
②

「新
田
越
後
国
司
・
守
護
二
て
候
へ
は
、
自
宮
厳
密
二
被
仰
下
候
者
、
可
沙

　
　
　
汰
居
雑
掌
之
条
、
不
可
有
子
細
候
」
（
1
）

　
　
③

「國
狼
籍
張
本
事
、
申
入
候
虚
、
口
口
御
沙
汰
之
由
、
被
仰
下
候
」
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
只
今
、
申
候
分
ハ
下
口
浮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
地

　
　
④
「
可
被
下
進
輪
旨
之
由
、
被
仰
下
候
、
天
平
勅
施
入
事
、
未
被
聞
召
、

　
　
　
其
も
可
被
聞
召
之
由
、
被
仰
下
候
」
（
3
）

　
　
⑤

「
依
是
、
新
田
へ
自
宮
被
仰
候
条
、
芳
可
宜
候
間
、
無
御
上
洛
候
」
（
7
）

　
　
⑥
「
兵
士
こ
な
り
候
ぬ
へ
き
仁
と
も
、
今
日
召
可
差
下
之
由
仰
候
了
」
（
1
1
）

　
す
べ
て
を
例
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
②
⑤
で
は
「
宮
」
と
断
言
し
て
お
り
別

当
聖
珍
で
あ
ろ
う
。
④
は
天
平
勅
施
入
の
問
題
で
後
段
の
「
仰
」
も
寺
院
側
の
指
示

で

あ
り
、
聖
珍
で
あ
ろ
う
。
⑥
も
僧
を
兵
に
し
た
て
る
と
言
っ
て
お
り
、
寺
の
ト
ッ

プ

か

ら
の
指
示
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
禅
ら
は
聖
珍
の
指
示
を
伝
達
す
る
立
場
に
あ
っ

た
。
久
野
修
義
氏
は
、
当
時
の
東
大
寺
僧
団
は
惣
寺
（
寺
家
・
年
預
）
側
の
年
預
五

師
と
政
所
（
別
当
）
側
の
東
南
院
奉
行
僧
が
あ
り
、
寺
の
総
体
の
意
志
決
定
に
は
前

者
が
大

き
な
影
響
を
も
ち
つ
つ
後
者
は
公
武
権
力
へ
の
窓
口
の
役
割
を
果
た
し
た
と

　
　
　
　
（
3
1
）

指
摘
さ
れ
た
。
俊
禅
書
状
等
は
、
別
当
側
か
ら
惣
寺
側
へ
伝
達
し
た
内
容
と
い
え
よ

う
。
一
方
、
惣
寺
側
と
の
関
係
は
先
述
の
6
某
書
状
に
み
え
る
よ
う
に
円
英
五
師
の

承
諾
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
俊
禅
ら
は
、
別
当
と
年
預
の
間
を
つ

な
ぎ
な
が
ら
、
別
当
の
意
向
を
伝
達
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
内
容
に
移
ろ
う
。
本
紙
背
文
書
群
は
東
大
寺
大
勧
進
職
と
深
く
か
か
わ
る
。
後
醍

醐
天
皇
は
、
造
東
大
寺
長
官
に
側
近
の
三
条
実
治
を
補
任
し
大
勧
進
に
は
信
頼
厚
い

恵
鎮
を
補
任
し
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
永
村
眞
氏
は
、
建
武
三
年
（
一
三
三

五
）
に
恵
鎮
が
大
勧
進
職
を
罷
免
さ
れ
十
達
房
俊
才
が
補
任
さ
れ
て
か
ら
、
大
勧
進

職
は
戒
壇
院
長
老
に
独
占
化
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
罷
免
の
原
因
に
恵
鎮
に
よ

る
周
防
年
貢
の
横
領
・
不
正
を
寺
僧
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
と
、
建
武
政
権
の
崩
壊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

が
重
複

し
た
結
果
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
畠
山
聡
氏
は
、
寺
僧
ら
の
恵
鎮
へ
の
反
発
は

聖

珍
の

後
醍
醐
天
皇
へ
の
罷
免
要
求
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
後
醍
醐
天
皇

に

よ
る
恵
鎮
へ
の
大
勧
進
職
補
任
は
造
営
料
国
周
防
を
天
皇
自
ら
の
指
揮
下
に
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

意
図
が
あ
り
こ
れ
へ
の
反
発
が
原
因
と
さ
れ
た
。
一
方
、
松
尾
剛
次
氏
は
、
恵
鎮
に

よ
る
延
暦
寺
山
門
等
の
落
慶
供
養
に
お
け
る
供
養
料
調
達
の
場
が
京
都
市
中
の
土
倉

に

あ
り
、
東
大
寺
側
の
恵
鎮
へ
の
期
待
は
「
修
造
そ
の
他
の
能
力
」
に
向
け
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
恵
鎮
の
立
場
を
み
て
み
よ
う
。
1
0
俊
禅
書
状
に
は
「
こ
の
御
沙
汰
、
廿

四
・
五
日
之
間
二
法
勝
寺
聖
伺
申
入
候
へ
き
よ
し
申
候
、
こ
れ
に
つ
き
候
て
、
寺
門

使
者
も
、
明
日
、
無
沙
汰
候
て
口
不
可
有
正
躰
候
」
と
あ
る
。
建
武
政
権
へ
の
交
渉

窓
口

に
は
恵
鎮
と
東
大
寺
寺
僧
の
二
方
面
が
あ
っ
た
。
1
覚
口
書
状
に
は
信
濃
・
越

後
に
関
わ
る
交
渉
に
つ
い
て
「
聖
人
進
之
由
申
間
、
返
之
了
」
と
み
え
る
よ
う
に
恵

鎮

の

交
渉
能
力
を
信
頼
し
て
い
た
。
ま
た
、
2
覚
口
書
状
に
は
、
恵
鎮
に
つ
い
て

「聖
人

を
進
候
て
」
と
み
え
使
者
と
し
て
積
極
的
に
利
用
し
て
お
り
、
結
果
的
に

「方
々
尋
候
へ
と
も
早
出
候
欺
之
間
、
不
謁
候
間
、
公
明
卿
仰
候
之
間
」
と
み
え
て

お
り
、
口
利
き
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
も
の
の
三
条
公
明
へ
の
取
次
に
は
成
功
し

た

よ
う
だ
。
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
寺
門
一
大
事
」
は
「
當
方
へ
被
付
候
由
、
忠
顕

卿
二
被
仰
候
了
」
と
、
東
大
寺
に
有
利
な
結
論
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
り
、
恵
鎮
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
寺
門
一
大
事
」
の
具
体
的
な
内
容
は
2
の
追
而
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書
に
「
自
國
帰
参
候
代
官
に
て
作
直
申
入
候
ハ
・
や
と
云
儀
候
へ
と
も
」
と
い
う
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

言

と
「
國
を
つ
よ
く
も
ち
候
て
こ
そ
、
よ
く
候
ハ
ん
す
れ
ハ
と
存
候
」
と
あ
る
こ
と

か

ら
み
て
、
知
行
国
か
所
領
の
維
持
管
理
を
さ
し
、
「
聖
人
事
も
察
候
な
と
申
候
、

給
候

了
」
と
あ
れ
ば
、
恵
鎮
は
東
大
寺
側
の
信
頼
を
得
て
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
た
と

想
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
6
某
書
状
に
「
法
勝
寺
聖
人
、
三
日
、
為
勅
使
、
関

東
下
向
次
、
太
神
宮
参
詣
之
由
、
聞
召
入
候
」
と
恵
鎮
の
勅
使
と
し
て
の
関
東
下
向

を
詳
細
に
知
っ
て
い
る
こ
と
、
京
都
か
ら
の
造
東
大
寺
長
官
三
条
実
治
か
ら
の
回
答

が
年
預
の
円
英
に
伝
達
さ
れ
た
か
を
確
認
し
た
う
え
で
「
恩
賞
地
」
の
問
題
は
解
決

す
る
と
し
て
い
る
点
に
も
う
か
が
え
る
。
少
な
く
と
も
、
東
大
寺
別
当
聖
珍
は
恵
鎮

の
交
渉
力
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

　

こ
こ
に
み
た
恵
鎮
の
関
東
下
向
問
題
は
、
前
述
の
『
太
平
記
』
巻
第
十
四
「
新
田

足
利
確
執
奏
状
事
」
に
直
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
恵
鎮
を
東
国
の
人
々
は
ど
の
よ

う
に
あ
つ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
金
沢
北
条
氏
の
氏
寺
称
名
寺
の
湛
容
稿
本
『
花
厳
法

花

同
異
略
集
』
の
紙
背
文
書
で
あ
る
氏
名
未
詳
書
状
に
は
以
下
の
よ
う
に
み
え
る

（
『金
沢
文
庫
古
文
書
』
五
六
九
三
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
候
也
力
）

　
　
　
今
月
十
五
日
宗
恵
房
下
向
之
時
、
口
細
進
状
候
了
、
能
々
可
被
御
覧
口
口
、

　
　
①
、

　
　
　
　
法
勝
寺
上
人
方
へ
、
会
進
給
目
安
等
口
趣
、
何
体
候
引
、
既
存
知
之
心
は

　
　
　
不
及
申
口
、

　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
カ
）

　
　
］
、
土
州
対
面
之
体
、
赤
岩
等
正
文
書
、
加
口
見
書
取
候
了
、
但
、
御
倉
料
所

　
　
　
と
申
候
口
用
途
た
に
候
て
、
今
も
可
給
候
へ
口
無
力
候
、
就
其
候
て
も
、
月

　
　
　
蔵
房
用
途
糾
返
候
之
条
、
不
得
心
、
無
申
斗
候
、
月
料
口
可
斗
之
由
申
て
候

　
　
　
な
る
、
一
向
虚
誕
事
口
、
今
度
御
状
付
之
候
て
、
種
々
懇
望
し
〔
〕
其
も

　
　
　
無
正
体
候
、

　
　
③

　
　
一
、
奏
聞
事
、
以
足
利
方
御
推
挙
、
口
口
勝
寺
連
々
難
責
申
候
、
此
間
は
殊
依

　
　
　
〔
〕
産
事
、
奏
口
口
以
外
難
義
候
之
間
口
錐
被
参
内
候
、
〔
〕
間
口
候
し

　
　
　
て
も
口
帰
候
、
心
苦
〔
〕
い
た
は
し
く
口

『花
厳
法
花
同
異
略
集
』
は
湛
容
宛
書
状
の
裏
を
利
用
し
て
記
し
て
お
り
、
書
状
の

宛
先
は
東
禅
寺
・
東
禅
寺
御
侍
者
宛
の
も
の
が
み
え
（
『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
一
五

八

三
・
一
五
八
四
・
一
六
二
九
）
、
他
は
金
沢
と
下
総
と
の
往
復
・
連
絡
を
語
る
も

の

が
多
い
。
湛
容
は
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
か
ら
暦
応
二
年
（
＝
二
三
九
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

下

総
国
千
田
荘
東
禅
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
の
で
、
右
の
文
書
は
こ
の
間
の
文
書
と
想

定
さ
れ
る
。

　
内
容
の
検
討
に
移
ろ
う
。
①
「
法
勝
寺
上
人
」
、
③
「
口
勝
寺
」
は
恵
鎮
と
な
る
。

時
期
は
③
の
「
此
間
は
殊
依
〔
〕
産
事
、
奏
口
口
以
外
難
義
候
之
間
口
難
被
参
内

候
」
と
い
う
部
分
が
、
お
産
で
奏
上
が
か
な
わ
な
い
と
読
み
と
れ
、
恵
鎮
が
建
武
二

年
（
一
三
三
五
）
正
月
二
八
日
の
後
醍
醐
天
皇
中
宮
の
お
産
の
祈
祷
に
あ
た
っ
て
い

た
際
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
②
に
は
称
名
寺
の
西
国
年
貢
の
京
都
で
の
為
替
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

か
か

わ
っ
た
月
蔵
房
が
み
え
て
在
京
交
渉
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
称
名
寺
領
下
総

国
下
河
辺
荘
赤
岩
郷
の
文
書
を
書
き
取
っ
た
「
土
佐
守
」
を
雑
訴
決
断
所
の
メ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

バ

ー
の
伊
賀
兼
光
と
み
る
と
、
「
御
倉
料
所
」
に
指
定
さ
れ
称
名
寺
に
よ
る
年
貢
収

納
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
と
み
え
て
お
り
、
「
御
倉
」
と
は
建
武
元
年

一
〇

月
に
建
武
政
権
が
発
布
し
た
荘
園
・
公
領
の
年
貢
二
〇
分
一
の
御
倉
進
納
令
に

み
え
る
「
御
倉
」
と
考
え
て
よ
く
（
『
建
武
年
間
記
』
、
『
群
書
類
従
』
第
二
五
輯
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

赤
岩
郷
は
建
武
政
権
の
成
立
で
後
醍
醐
天
皇
の
直
轄
領
に
編
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
檀
越
金
沢
北
条
氏
を
失
い
、
一
部
所
領
は
闘
所
の
扱
い
を
う
け
て
い
た
称
名
寺
は
、

建
武
二
年
初
頭
、
①
恵
鎮
に
「
目
安
」
を
進
め
、
③
足
利
氏
を
通
し
て
建
武
政
権
に

安
堵
交
渉
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
宝
戒
寺
所
蔵
『
都
法
秘
録
』
奥
書
に
は
、
恵

鎮

と
建
武
元
年
末
の
こ
ろ
の
称
名
寺
僧
観
蓮
房
実
真
と
の
交
友
が
以
下
の
よ
う
に
み

え
る
（
『
鎌
倉
市
史
　
史
料
編
第
三
・
第
四
』
補
遺
二
〇
、
五
八
〇
頁
）
。

　
　
此
抄
二
巻
、
去
元
徳
三
年
依
不
慮
子
細
、
六
月
十
四
日
関
東
下
向
之
刻
、
於
金

　
　
洗
関
令
紛
失
畢
、
愁
傷
無
極
可
申
処
、
昨
日
品
二
、
金
沢
称
名
寺
僧
観
蓮
上
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
及
、
脱
）

　
　
被
渡
之
畢
、
不
求
自
得
之
、
大
慶
非
言
語
所
、
冥
助
之
至
、
可
喜
々
々
、
為
後

　
　
日
記
之
畢
、

　
　
　
　
　
建
武
元
年
十
一
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
沙
門
恵
鎮
記
之
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実
真

は
称
名
寺
長
老
銀
阿
か
ら
東
密
の
伝
授
を
引
き
継
ぐ
べ
き
僧
と
認
め
ら
れ
た
人

　
　
　
（
3
9
）

物
だ
っ
た
が
、
元
徳
の
拘
禁
で
紛
失
し
た
書
物
を
実
真
か
ら
提
供
さ
れ
て
お
り
、
称

名
寺
の
所
領
交
渉
の
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
称
名
寺
も
ま
た
、
足
利
氏
・
恵
鎮
の

二
方
向
か
ら
建
武
政
権
中
枢
に
働
き
か
け
て
い
た
。

　
恵
鎮
の
関
東
下
向
に
際
し
て
の
東
大
寺
側
の
争
点
は
、
1
2
覚
口
書
状
に
み
え
る

「
大

田
庄
」
と
1
覚
口
書
状
に
み
え
る
「
佐
州
事
」
（
佐
渡
国
）
の
二
点
で
あ
っ
た
。

二

つ
の

問
題
は
、
1
覚
口
書
状
に
は
京
都
代
官
の
下
向
に
つ
い
て
「
信
乃
・
越
後
一

体
」
と
み
え
、
佐
渡
の
こ
と
は
「
新
田
越
後
国
司
・
守
護
に
て
候
へ
は
」
と
新
田
氏

に
直
接
に
連
絡
・
交
渉
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。
信
濃
と
の
位
置
関
係
か
ら
「
大
田

庄
」
は
旧
金
沢
氏
・
称
名
寺
領
の
太
田
荘
を
さ
そ
う
。
幕
府
滅
亡
後
、
太
田
荘
石
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

郷
は

金
沢
貞
将
が
称
名
寺
に
寄
進
し
た
と
す
る
寄
進
状
が
称
名
寺
内
で
作
成
さ
れ
、

一
方
、
公
的
に
は
金
沢
貞
顕
進
退
の
所
領
と
し
て
闘
所
と
認
定
さ
れ
た
た
め
、
太
田

荘
の
称
名
寺
へ
の
安
堵
は
建
武
三
年
＝
月
の
足
利
直
義
御
教
書
案
で
な
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

こ
の
こ
ろ
の
称
名
寺
は
安
堵
を
求
め
て
苦
慮
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
称
名
寺
に

と
っ
て
、
交
渉
窓
口
に
足
利
方
と
恵
鎮
を
選
ぶ
の
は
合
理
的
な
手
段
と
解
釈
さ
れ
て

い
た
。

　
一
方
、
東
大
寺
と
佐
渡
国
の
関
係
は
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
に
封
戸
一
〇

　
　
　
　
　
（
4
2
）

○

が
設
定
さ
れ
、
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
八
月
に
は
佐
渡
国
転
倒
封
戸
の
注
進
状

が
作
成
さ
れ
た
（
『
東
大
寺
文
書
目
録
』
第
二
巻
＝
四
頁
）
。
興
行
に
よ
っ
て
寺
領

へ
の
組
み

込
み
を
も
く
ろ
む
も
の
で
あ
っ
た
。
知
行
国
と
の
関
連
で
佐
渡
を
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

弘
安
年
間
に
東
寺
の
造
営
料
国
に
指
定
さ
れ
た
。
鎌
倉
末
期
の
状
況
は
、
佐
藤
進
一

氏

に
よ
る
元
弘
三
年
（
＝
二
三
三
）
七
月
の
東
大
寺
衆
徒
等
申
状
案
を
通
し
て
の
指

摘
が
あ
り
（
醍
醐
寺
文
書
四
〇
箱
）
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
佐
渡
国
の
守
護
と
国
務
は

大
仏
氏

で
、
東
大
寺
は
貞
直
代
官
阿
多
古
四
郎
入
道
ら
の
横
妨
を
非
難
し
て
身
柄
の

東
大
寺
へ
の
引
き
渡
し
を
求
め
、
佐
渡
島
と
貞
直
領
の
東
大
寺
へ
の
引
き
渡
し
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

張
し
、
東
大
寺
衆
徒
は
佐
渡
国
の
国
務
を
要
求
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
た
。
建
武
政

権
下
の

国
務
は
、
吉
井
功
児
氏
が
知
行
国
主
が
千
種
忠
顕
、
守
護
は
足
利
尊
氏
・
直

義
の
い
ず
れ
か
と
想
定
し
、
足
利
氏
は
後
醍
醐
天
皇
か
ら
同
国
の
新
恩
所
領
を
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

獲
得
し
て
い
た
と
さ
れ
た
。
覚
口
は
佐
渡
国
に
つ
い
て
、
「
佐
州
事
、
牒
如
此
被
成

候
之

間
、
返
々
悦
存
候
、
令
進
輪
旨
も
、
不
可
入
候
、
新
田
越
後
国
司
・
守
護
に
て

候
へ
は
、
自
宮
厳
密
二
被
仰
下
候
者
、
可
沙
汰
居
雑
掌
之
条
、
不
可
有
子
細
候
」
と

言
い
放
っ
て
い
る
（
1
）
。
佐
渡
国
知
行
を
認
め
る
雑
訴
決
断
所
牒
が
東
大
寺
に
発

給

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
建
武
政
権
か
ら
の
縮
旨
は
い
ら
な
い
と
言
い
、
越
後
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

の

国
司
・
守
護
を
兼
帯
す
る
新
田
義
貞
の
力
を
期
待
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
「
佐
州

代
官
事
を
も
入
意
候
間
、
如
何
も
沙
汰
候
て
、
遣
度
候
間
、
如
此
案
申
候
、
能
々
可

被
仰
候
之

由
、
被
仰
下
候
」
と
見
え
て
い
て
（
1
2
）
、
佐
渡
へ
の
代
官
の
派
遣
が
検

討
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
2
・
3
に
み
え
る
「
国
」
は
佐
渡
国
を
さ
す
の

で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
東
大
寺
側
が
権
利
回
復
の
原
拠
に
し
た
の
は
3
俊
禅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
地

書
状

に
み
え
る
「
天
平
　
勅
施
入
事
」
で
あ
り
、
阻
害
因
子
は
「
足
利
之
代
官
事
を

も
紛
候
ハ
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
足
利
氏
が
敵
対
因
子
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

　
「
天
平
勅
施
入
」
に
つ
い
て
、
久
野
修
義
氏
は
二
世
紀
以
後
の
東
大
寺
領
荘
園

で

「本
願

勅
施
入
」
が
使
用
さ
れ
、
や
が
て
東
大
寺
領
一
般
に
拡
張
さ
れ
て
い
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
久
野
氏
の
論
旨
は
、
平
安
末
・
鎌
倉
初
頭
に
お
い
て
東
大

寺
が
寺
院
独
自
の
機
構
を
備
え
て
荘
園
領
主
化
し
〈
寺
ー
天
下
〉
と
同
調
し
た
権
門

と
し
て
の
中
世
寺
院
に
変
容
す
る
点
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
建
武
政
権
と
の

関
係
で
は
久
野
氏
も
あ
げ
ら
れ
た
元
弘
三
年
八
月
の
東
大
寺
訴
状
土
代
が
注
目
さ
れ

る
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
五
一
六
）
。
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聖
武
天
皇
）

　
　
一
　
一
万
町
水
田
・
五
千
戸
御
封
、
任
本
願
之
叡
念
、
可
有
興
行
之
旨
、
自

　
　
（
後
醍
醐
天
皇
）

　
　
　
笠
置
寺
被
下
盤
勲
之
御
願
書
之
間
、
奉
祈
聖
運
之
条
、
無
子
細
之
上
者
、
公
心

　
　
　
可
被
経
御
沙
汰
之
旨
、
所
経
　
奏
聞
也
、
但
天
平
　
勅
施
入
之
儀
、
或
五
町
、

　
　
　
或

十
町
被
分
配
諸
国
之
間
、
中
古
以
来
大
略
皆
倒
失
、
其
跡
殆
如
無
、
於
今

　
　
　

度
者
、
就
国
郡
庄
薗
等
、
各
以
一
円
之
地
被
施
入
之
、
計
惣
田
数
被
満
一
万

　
　
　

町
者
、
不
可
有
未
来
之
牢
籠
之
旨
申
之
、

後
醍
醐
天
皇
は
、
笠
置
寺
に
拠
点
を
お
い
て
い
た
倒
幕
段
階
か
ら
東
大
寺
興
行
の
意
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図
が
あ
り
、
聖
武
天
皇
寄
進
の
一
万
町
水
田
・
五
千
戸
御
封
が
転
倒
し
て
い
る
な
か

で
、
東
大
寺
側
で
は
諸
国
の
国
衙
領
・
荘
園
を
寄
進
に
よ
り
一
万
町
の
復
活
を
実
現

し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
。
対
象
は
訴
状
土
代
に
「
凡
寺
家
之
旧
領
者
、
多
武
家
之

押
領
也
、
先
被
宛
行
官
軍
之
恩
賞
、
後
被
聞
食
寺
門
之
理
訴
之
条
、
寧
非
御
沙
汰
之

煩
哉
」
と
み
え
、
北
条
氏
ら
の
朝
敵
所
領
が
討
幕
方
の
「
官
軍
」
へ
の
恩
賞
と
し
て

優
先

さ
れ
、
東
大
寺
側
が
愁
訴
し
て
勝
訴
す
る
の
は
穏
当
で
は
な
い
と
す
る
見
方
も

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
が
あ
っ
て
か
、
東
大
寺
が
安
堵
を
求
め
た
も
の
と
そ
の
理

由
を
所
領
ご
と
に
下
に
記
せ
ば
、
①
兵
庫
関
〔
天
平
年
中
行
基
菩
薩
建
立
〕
、
②
伊

賀
国
吏
務
職
〔
当
御
代
之
新
御
願
〕
、
③
美
濃
国
茜
部
荘
〔
桓
武
天
皇
・
朝
原
内
親

王
菩
提
〕
、
④
周
防
・
肥
前
〔
周
防
は
治
承
炎
上
の
造
功
〕
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
兵
庫
関
で
は
、
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
ご
ろ
、
住
吉
社
か

ら
の
競
望
を
排
除
す
る
た
め
に
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
以
来
の
輪
旨
や
関
東
施
行

状
な
ど
を
備
え
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
］
七
一
二
）
、
④
肥
前
国
で
は
図

田
帳
を
基
礎
に
国
領
の
確
認
を
行
っ
て
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
一
八
三

七
）
、
寺
領
維
持
の
方
策
と
し
た
。
一
方
、
③
茜
部
荘
で
は
、
天
喜
二
年
（
一
〇
五

四
）
二
月
の
同
荘
の
収
公
免
除
と
造
内
裏
料
な
ど
諸
役
免
除
を
認
可
し
た
官
宣
旨
に

　
（
茜
部
・
大
井
）

「
件
両
庄
者
、
聖
武
天
皇
勅
施
入
」
の
文
言
が
あ
っ
て
所
領
保
全
が
は
か
ら
れ
た
も

の

の
、
本
来
は
「
天
平
勅
施
入
」
が
強
力
に
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

（
『岐
阜
県
史
　
古
代
・
中
世
3
』
一
二
等
、
以
下
、
岐
阜
と
略
す
）
。
し
か
し
、
鎌

倉
末
期
に
な
る
と
、
嘉
暦
元
年
の
東
大
寺
衆
徒
等
申
状
土
代
に
「
茜
部
庄
者
本
願
皇

帝
勅
施
入
」
と
み
え
、
地
頭
の
押
妨
排
除
の
論
理
に
さ
れ
て
く
る
（
岐
阜
三
五
三

等
）
。
元
弘
二
年
（
一
三
三
二
）
二
月
の
幕
府
側
二
階
堂
道
緬
と
の
交
渉
で
は
、
安

堵
を
期
待
し
つ
つ
「
夫
以
当
寺
之
盛
衰
、
表
天
下
之
興
廃
之
旨
、
本
願
皇
帝
御
記
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

金
札
惟
新
」
と
主
張
し
て
い
る
（
岐
阜
三
六
九
）
。
茜
部
荘
は
、
元
弘
三
年
に
後
醍

醐
天
皇
が
地
頭
職
を
二
季
彼
岸
料
所
と
し
て
寄
進
し
て
東
大
寺
の
一
円
領
に
転
換
し

　
　
（
4
9
）

た
の
だ
が
、
同
様
の
こ
と
は
美
濃
国
大
井
荘
で
も
見
ら
れ
る
。
国
家
側
か
ら
は
、
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
願
）

久
三
年
（
一
一
一
五
）
の
国
司
の
押
妨
排
除
に
際
し
て
官
宣
旨
に
「
本
領
聖
武
天
皇

勅

施
入
」
の
文
言
が
使
わ
れ
（
岐
阜
＝
二
）
、
東
大
寺
側
か
ら
は
、
永
仁
六
年

（
一
二
九

八
）
の
東
大
寺
衆
徒
申
状
に
相
論
対
象
の
大
中
臣
氏
の
追
却
を
申
し
出
る

に
際
し
、
封
戸
米
の
寄
進
の
故
事
を
あ
げ
て
「
本
願
　
皇
帝
　
勅
施
入
地
」
の
主
張

　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
（
岐
阜
二
九
四
）
。
建
武
政
権
期
に
は
、
訴
状
案
に
⊃
、
当

庄
為
本
所
一
円
寺
領
間
、
不
可
有
武
家
武
家
御
口
入
事
」
と
し
て
「
右
、
当
庄
者
、

　
　
　
　
　
（
入
脱
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
）

本
願

　
勅
施
一
万
町
水
田
之
内
也
、
為
　
勅
施
入
口
旨
者
、
代
々
　
宣
旨
等
口
鏡

也
」
と
み
え
る
（
岐
阜
三
五
九
）
。
後
醍
醐
天
皇
の
寺
領
興
行
令
を
う
け
た
東
大
寺

側

の

「
天
平
勅
施
入
」
の
論
理
は
、
武
家
の
介
入
を
排
除
し
て
本
所
一
円
地
を
実
現

す
る
論
理
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で

は
、
東
大
寺
は
、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
七
月
の
中
先
代
の
乱
後
の
尊
氏
の

東
国
下
向
の
の
ち
、
佐
渡
や
太
田
荘
を
確
保
・
維
持
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
太
田

荘
で
は
島
津
氏
と
金
沢
称
名
寺
の
相
論
が
展
開
さ
れ
、
建
武
年
間
の
足
利
直
義
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

る
称
名
寺
へ
の
安
堵
以
降
は
称
名
寺
が
優
位
の
ま
ま
経
過
し
て
お
り
、
東
大
寺
の
介

入

す
る
余
地
は
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
俊
禅
書
状
等
の
建
武
二
年
九
月
～
一
〇
月

の

時
期
は
、
中
先
代
の
乱
で
鎌
倉
に
下
向
し
た
足
利
尊
氏
が
独
自
の
恩
賞
給
与
を
開

始
し
、
直
義
の
忠
告
に
し
た
が
っ
て
上
洛
を
や
め
て
旧
将
軍
邸
に
居
を
移
し
勅
命
に

そ
む
い
た
時
期
に
合
致
す
る
。
尊
氏
自
身
が
、
建
武
政
権
の
成
立
と
と
も
に
鎌
倉
に

下
向
し
東
国
管
轄
権
を
も
っ
て
小
鎌
倉
幕
府
を
構
え
た
直
義
の
路
線
に
踏
み
込
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

い
く
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　
称
名
寺
な
ど
は
ど
う
対
応
し
た
の
か
、
北
条
氏
滅
亡
後
の
鎌
倉
の
北
条
氏
系
寺
院

の
対
応
を
見
て
み
よ
う
。
元
弘
三
年
六
月
一
六
日
の
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
諸
国
の
西

大
寺
末
寺
か
ら
の
武
士
・
甲
乙
人
の
狼
籍
を
排
除
と
寺
領
安
堵
の
確
約
に
呼
応
す
る

か
の

よ
う
に
（
西
大
寺
文
書
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
］
）
、
極
楽
寺
に
は
六
月

一
五

日
に
「
勅
願
寺
」
を
理
由
に
寺
領
安
堵
の
輪
旨
が
下
さ
れ
、
八
月
一
九
日
、
長

老
俊
海
は
こ
れ
を
「
諸
末
寺
　
勅
願
寺
井
寺
領
安
堵
」
と
理
解
し
て
称
名
寺
な
ど
の

末
寺
に
伝
達
し
た
（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
ニ
ー
三
一
〇
五
・
三
一
一
二
、
以
下
、

神
奈
川
と
略
す
）
。
一
二
月
に
は
浄
光
明
寺
・
覚
園
寺
も
祈
願
寺
と
認
定
さ
れ
、
建

127



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第104集2003年3月

武
元
年
八
月
、
覚
園
寺
は
伊
予
国
西
条
荘
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
（
神
奈
川
二
ー
一
一
二

三

四
・
三
一
三
五
、
三
上
ー
三
一
八
一
）
。
一
方
、
鎌
倉
に
入
っ
た
直
義
は
、
建
武

元
年
一
〇
月
に
称
名
寺
住
持
職
を
（
神
奈
川
三
上
－
三
一
八
八
）
、
大
慈
寺
新
釈
迦

堂
供
僧
職
・
山
内
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
職
・
右
大
将
家
法
華
堂
禅
衆
職
を
安
堵
し
て
お

り
（
神
奈
川
三
上
ー
三
一
八
七
・
三
一
九
四
・
三
二
〇
〇
）
、
鎌
倉
幕
府
ゆ
か
り
の

供
僧
職
と
旧
北
条
氏
に
密
着
し
た
氏
寺
系
寺
院
も
足
利
氏
の
知
行
体
系
に
入
っ
て

い

っ

た
。
鎌
倉
の
主
に
よ
る
安
堵
は
違
っ
た
意
味
を
持
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
う
し
た
動
向
を
う
け
て
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
末
期
に
称
名
寺
領
化
し
紛
争
が
起
き
て

い

た
所
領
で
は
、
下
総
国
上
代
郷
で
旧
領
主
と
称
名
寺
代
官
と
の
争
い
が
訴
訟
と

な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
（
建
武
二
年
四
月
、
尼
蓮
一
申
状
案
、
神
奈
川
三
上
ー
三
二

一
一
）。

　
東
大
寺
側
が
、
別
当
・
年
預
あ
げ
て
佐
渡
・
信
濃
の
所
領
を
新
た
に
確
保
し
よ
う

と
建
武
政
権
の
枢
要
メ
ン
バ
ー
に
は
た
ら
き
か
け
、
現
地
支
配
で
は
新
田
氏
を
頼
ん

で
現
地
支
配

を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
ろ
、
鎌
倉
の
旧
北
条
氏
系
寺
院
は
す
で

に
足
利
直
義
の
安
堵
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
、
北
条
氏
の
氏
寺
か
ら
足
利
氏
の
祈
祷

寺
へ
の
転
換
を
は
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
田
義
貞
が
守
護
・
国
司
と
し
て
強
大

な
権
限
を
有
し
た
越
後
で
は
、
建
武
元
年
二
月
、
越
後
国
司
新
田
義
貞
は
旧
金
沢
氏

領
越
後
国
奥
山
荘
内
金
山
郷
の
和
田
義
成
ら
の
違
乱
を
和
田
茂
実
の
申
請
に
基
づ
い

て

排
除
す
る
命
を
だ
し
て
い
る
よ
う
に
、
在
地
の
旧
領
主
の
権
限
安
堵
に
腐
心
し
て

い

た
（
三
浦
文
書
）
。
し
か
し
、
建
武
二
年
末
以
降
の
新
田
・
足
利
氏
の
抗
争
を
経

た
後
は
、
上
杉
憲
栄
が
金
山
郷
を
称
名
寺
代
官
に
安
堵
し
て
い
る
よ
う
に
、
足
利
氏

は

旧
北
条
氏
系
寺
院
の
安
堵
者
の
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
る
（
『
金
沢
文
庫
古
文

書
』
五
四
六
七
）
。
か
つ
て
、
羽
下
徳
彦
氏
は
、
越
後
国
に
お
け
る
上
杉
氏
の
守
護

領
国
形
成
に
お
い
て
名
越
北
条
氏
の
国
衙
支
配
を
ひ
き
つ
い
だ
新
田
氏
を
足
利
氏
が

倒
し
国
衙
支
配
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
上
杉
氏
の
国
内
支
配
の
基
盤
が
確
立
し
た
と
指

　
　
　
（
5
3
）

摘

さ
れ
た
。
本
稿
で
み
た
東
大
寺
の
東
国
所
領
獲
得
の
交
渉
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
新

田
氏
の
敗
北
と
足
利
氏
の
勝
利
は
東
大
寺
の
東
国
支
配
の
拡
大
要
求
の
阻
止
に
は
た

ら
い
た
で
あ
ろ
う
。
東
国
で
は
足
利
氏
の
安
堵
に
よ
る
荘
園
・
公
領
を
含
め
た
知
行

体
系
が
確
立
し
、
旧
鎌
倉
幕
府
・
北
条
氏
系
寺
院
も
そ
の
体
系
の
な
か
に
含
ま
れ
る

こ
と
も
意
味
し
た
と
い
え
る
。

　
東
大
寺
・
新
田
氏
に
み
る
知
行
体
系
を
建
武
政
権
に
集
約
す
る
路
線
と
、
足
利
氏

の
安
堵
を
期
待
す
る
鎌
倉
寺
院
や
在
地
領
主
の
要
望
は
、
こ
の
時
期
、
破
綻
の
際
に

た
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恵
鎮
の
東
国
下
向
は
そ
の
ほ
こ
ろ
び
へ
の
対
応

過
程
で

『太
平
記
』
巻
十
四
に
記
さ
れ
る
内
容
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の

で
あ
ろ
う
。

お

わ
り
に

　
建
武
政
権
下
で
の
東
大
寺
に
よ
る
東
国
所
領
獲
得
の
様
相
を
述
べ
て
き
た
。
北
条

氏
所
領
は
閲
所
と
な
り
、
旧
鎌
倉
・
北
条
氏
系
寺
院
は
旧
領
維
持
に
困
難
を
き
わ
め

た
。
そ
れ
を
転
換
さ
せ
た
の
が
足
利
氏
の
保
護
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
建
武
政
権
下

で

在
京
し
て
所
領
回
復
交
渉
を
行
っ
た
あ
る
称
名
寺
僧
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
紙
を

書
き
送
っ
て
い
る
（
『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
四
五
一
八
）
。

　
　
愚
身
上
洛
建
武
元
年
已
来
両
三
年
、
一
統
御
代
候
は
、
且
為
叶
長
老
之
御
気
、

　
　
（
且
力
）

　
　
口
相
存
寺
家
之
興
隆
、
忘
万
事
不
合
之
口
、
難
任
信
心
於
寺
訴
候
、
西
国
方
諸

　
　
　
　
（
官
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
諸
力
）

　
　
寺
之
口
官
、
経
莫
大
之
公
用
、
而
難
安
堵
候
、
口
事
虚
仮
之
御
政
候
之
間
、
皆

　
　
無
正
体
口
損
亡
候
き
、
是
は
無
公
用
之
義
候
之
間
、
首
尾
及
四
年
計
候
し
口
、

　
　
四
十
貫
計
歎
、

建
武
元
年
（
二
二
三
四
）
の
上
洛
以
来
、
長
老
銀
阿
の
指
示
の
も
と
訴
訟
に
従
事
し

た
の
だ
が
、
西
国
の
寺
院
は
多
額
の
費
用
を
使
い
寺
領
安
堵
を
実
現
し
た
も
の
の
内

実

を
と
も
な
わ
な
い
政
治
の
た
め
所
領
の
維
持
が
か
な
わ
ず
、
称
名
寺
は
費
用
不
足

で
安
堵
も
叶
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
本
書
状
は
、
佐
藤
進
一
氏
が
建
武
政
権
の
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

前
と
実
態
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
手
紙
を
書
い
た

僧
に
と
っ
て
「
西
国
方
諸
寺
」
と
称
名
寺
は
単
な
る
比
較
で
は
な
か
ろ
う
。
恵
鎮
を
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媒
介

に
し
た
東
大
寺
と
の
所
領
交
渉
も
含
め
た
も
の
だ
ろ
う
。
称
名
寺
の
新
た
な
生

き
る
道
は
、
足
利
氏
を
通
し
て
の
安
堵
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
北
条
氏
系
寺
院
か
ら

の
衣
替
え
で
あ
っ
た
。

　

荘
園
公
領
制
の
転
換
に
関
し
て
、
網
野
善
彦
氏
は
、
東
寺
の
よ
う
な
権
門
寺
院
も

荘
務
権
を
獲
得
し
て
本
所
一
円
地
化
を
実
現
し
幕
府
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
る
形
態
を

と
る
姿
に
変
容
し
て
い
く
姿
を
と
ら
え
て
、
前
段
の
建
武
政
権
の
政
策
は
室
町
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

の
政
策
の
先
取
り
と
評
価
さ
れ
た
。
ま
た
、
工
藤
敬
一
氏
は
、
一
三
世
紀
後
半
以
降

に
荘
園
公
領
の
基
底
部
分
で
荘
園
制
的
収
取
が
公
方
年
貢
に
変
容
し
、
諸
権
門
が
公

方
年
貢
を
安
定
的
に
徴
収
す
る
シ
ス
テ
ム
を
幕
府
が
安
堵
す
る
寺
社
本
所
一
円
領
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

武

家
領
体
制
に
転
換
し
た
と
さ
れ
た
。
高
橋
典
幸
氏
は
、
荘
園
公
領
制
か
ら
寺
社
本

所
一
円
領
・
武
家
領
体
制
へ
の
移
行
を
荘
園
制
の
支
配
シ
ス
テ
ム
の
再
編
成
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

そ
の
移
行
は
武
家
政
権
に
集
約
す
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
武
家
領
の
下
司
・
地
頭
ら
の

武
士
ら
の
活
発
な
活
動
を
制
御
し
蒙
古
襲
来
以
降
の
在
地
で
の
紛
争
を
解
決
し
安
堵

す
る
も
の
は
、
結
局
、
武
家
政
権
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
そ

れ
は

鎌
倉

と
そ
の
近
郊
の
旧
北
条
氏
・
将
軍
家
系
寺
院
に
共
通
し
た
動
向
を
表
す
も

の

で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
建
武
政
権
下
で
の
称
名
寺
僧
の
右
の
発
言
は
そ
れ

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
名
古
屋
大
須
真
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
東
大
寺

頼
済
の
聖

教
紙
背
文
書
を
通
し
て
、
武
家
が
安
堵
者
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
事
情

を
金
沢
称
名
寺
と
の
所
領
問
題
か
ら
検
討
し
て
お
い
た
。

註（
1
）
　
寛
雅
博
「
続
・
関
東
御
領
考
」
（
石
井
進
編
「
中
世
の
人
と
政
治
』
、
一
九
八
八
年
）
、
同

　
　
「
武
家
領
」
（
『
講
座
　
日
本
荘
園
史
』
2
、
一
九
九
一
年
）

（
2
）
　
佐
藤
進
一
『
日
本
の
歴
史
　
9
　
南
北
朝
の
動
乱
』
（
一
九
六
五
年
）
。
そ
の
後
の
研
究
史

　
　
は
、
六
月
令
を
否
定
す
る
黒
田
俊
雄
「
建
武
政
権
の
所
領
安
堵
政
策
ー
一
同
の
法
お
よ
び
徳

　

政
令
の
解
釈
を
中
心
に
ー
」
（
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
、
一
九
七
五
年
）
、
七
月
二
五
日

　

官
宣
旨
に
み
え
る
「
牢
籠
」
等
の
意
味
を
安
堵
の
文
脈
で
解
釈
さ
れ
た
笠
松
宏
至
「
中
世
の

　

安
堵
」
（
『
日
本
の
社
会
史
』
第
4
巻
、
一
九
八
六
年
）
、
六
月
一
五
日
令
を
旧
領
回
復
・
新
恩

　
　
給
与
制
限
令
と
解
釈
し
、
当
知
行
保
護
政
策
上
で
本
領
安
堵
（
旧
領
回
復
）
と
当
知
行
地
安

　
　
堵
の
矛
盾
解
決
の
中
で
足
利
尊
氏
の
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
二
月
の
元
弘
没
収
地
返
付
令

　
　
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
近
藤
成
一
「
本
領
安
堵
と
当
知
行
地
安
堵
」
（
石
井
進
編
「
都
と
鄙
の

　
　
中
世
史
』
、
一
九
九
二
年
）
、
六
月
令
を
当
知
行
安
堵
・
違
乱
排
除
の
二
項
を
発
布
し
た
も
の

　
　
と
み
て
、
安
堵
の
政
権
内
で
の
動
向
を
時
系
列
的
に
検
討
し
、
基
本
的
に
は
鎌
倉
幕
府
の
理

　
　
非
の
判
断
に
よ
る
安
堵
を
指
向
し
て
い
た
と
み
る
吉
原
弘
道
「
建
武
政
権
の
安
堵
に
関
す
る

　
　
一
考
察
」
（
『
古
文
書
研
究
』
四
〇
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
　
『
鎌
倉
市
史
　
総
説
編
』
（
一
九
五
九
年
）
、
三
七
二
頁
。

（
4
）
　
前
注
（
2
）
佐
藤
進
一
著
一
七
・
五
六
頁
。

（
5
）
　
笠
松
宏
至
「
中
世
闘
所
地
給
与
に
関
す
る
一
考
察
」
三
日
本
中
世
法
史
論
』
、
一
九
七
九
年
、

　

初
出
は
一
九
六
〇
年
）

（
6
）
　
能
信
の
教
学
に
つ
い
て
は
、
武
蔵
の
高
幡
不
動
堂
儀
海
か
ら
の
伝
授
を
中
心
に
し
た
研
究

　
　
に
厚
み
が
あ
り
、
近
藤
喜
博
「
中
世
の
高
幡
不
動
堂
i
儀
海
上
人
を
中
心
と
し
て
　
」
（
『
東

　

京
史
談
』
一
七
ー
四
、
一
九
四
九
年
）
、
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
（
一
九

　

六
四
年
）
、
平
岡
定
海
「
真
福
寺
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
弘
法
大
師
と
現
代
』
、
一
九
八
四
年
）
、

　

細
谷
勘
資
「
儀
海
の
布
教
活
動
と
中
世
多
摩
地
方
」
（
『
八
王
子
の
歴
史
と
文
化
』
、
一
九
八
九

　

年
）
、
藤
田
定
興
「
小
手
保
川
俣
へ
の
真
言
教
学
と
儀
海
」
（
『
福
島
史
学
研
究
』
五
二
、
一
九

　

九
〇

年
）
が
あ
る
。
多
く
は
、
儀
海
の
動
向
、
儀
海
教
学
の
普
及
を
真
言
僧
の
血
脈
か
ら
た

　

ど
り
地
域
的
な
ひ
ろ
が
り
と
定
着
を
論
じ
て
い
る
が
、
平
岡
氏
は
、
真
福
寺
の
教
学
が
儀
海

　
　
の
武
蔵
方
と
伊
勢
方
面
の
慈
恩
寺
方
・
安
養
寺
方
に
あ
る
と
、
東
密
の
問
題
を
血
脈
面
で
明

　

ら
か
に
し
、
真
福
寺
の
成
立
・
発
展
を
寺
僧
と
教
学
面
か
ら
述
べ
て
い
る
。
つ
い
で
、
山
崎

　

誠
氏
は

真
福
寺
に
伝
来
し
た
聖
教
目
録
を
通
し
て
能
信
ら
の
真
言
聖
教
の
伝
授
に
よ
る
寺
院

　
　
へ
の
聖
教
の
蓄
積
過
程
を
整
理
し
て
い
る
（
「
『
真
福
寺
古
目
録
集
』
解
題
」
、
国
文
学
研
究
資

　

料
館
編

『真
福
寺
古
目
録
集
』
〈
真
福
寺
善
本
叢
刊
1
＞
、
一
九
九
九
年
）
。

　
　

儀

海
が
住
し
た
高
幡
不
動
堂
に
も
多
く
の
聖
教
が
伝
来
し
て
お
り
、
儀
海
本
を
能
信
が
書

　

写

し
た
も
の
も
『
二
教
論
愚
草
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
広
瀬
良
弘
「
高
幡
金
剛

　

寺
典
籍
・
聖
教
文
書
の
概
要
」
『
高
幡
金
剛
寺
典
籍
・
聖
教
文
書
目
録
』
、
一
九
八
八
年
）
。
た

　

だ
、
『
二
教
論
愚
草
』
は
京
都
智
積
院
で
書
写
さ
れ
て
関
東
に
還
流
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
に

　

高
幡
金
剛
寺
が
所
蔵
す
る
能
信
系
書
写
本
及
び
版
本
に
は
『
即
身
義
愚
草
』
『
秘
蔵
宝
鎗
愚

　

草
』
『
楡
祇
拾
古
紗
』
が
あ
り
、
『
秘
紗
問
答
』
の
一
部
は
文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
に
大

　

須
真
福
寺
の
秘
本
が
書
写
さ
れ
て
高
幡
不
動
堂
に
伝
来
し
て
い
る
。

　
　

な
お
、
高
幡
金
剛
寺
は
、
武
蔵
国
徳
常
郷
内
に
所
在
し
平
忠
綱
一
族
が
領
主
で
あ
っ
た
。

　

忠
綱
の
子
孫
の
助
綱
一
族
と
儀
海
の
関
係
は
、
金
本
展
尚
氏
が
平
忠
綱
一
族
と
の
所
領
で
の

　

結
合
を
指
摘
さ
れ
（
「
中
世
前
期
に
お
け
る
多
摩
川
中
流
域
－
高
幡
金
剛
寺
の
周
辺
ー
」
、
石

　

井
進
編
『
都
と
鄙
の
中
世
史
』
、
一
九
九
二
年
）
、
段
木
一
行
氏
は
、
儀
海
ら
の
施
入
し
た
不
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動

明
王
像
の
銘
に
つ
い
て
、
助
綱
を
忠
綱
の
嫡
子
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

　
　
（
「
金
剛
寺
蔵
不
動
明
王
像
胎
内
文
書
の
分
析
」
、
小
川
信
編
『
中
世
古
文
書
の
世
界
』
、
一
九

　

九
一
年
）
。

　
　

高
幡
不
動
堂
の
儀
海
の
活
動
や
周
辺
を
と
り
ま
く
領
主
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
不
動
明
王

　
　
像
の
胎
内
文
書
の
翻
刻
紹
介
に
あ
わ
せ
全
体
的
な
報
告
が
詳
細
な
解
題
を
付
し
て
『
日
野
市

　
　
史
　
史
料
集
』
（
一
九
九
二
年
）
お
よ
び
『
日
野
市
史
　
通
史
編
二
（
上
）
　
中
世
』
（
一
九
九

　
　
四
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
稲
葉
伸
道
「
真
福
寺
と
東
大
寺
」
、
稲
葉
伸
道
・
鳥
居
和
之
「
『
東
大
寺
文
書
』
解
題
」
（
国

　
　
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
文
書
集
　
二
〈
真
福
寺
善
本
叢
刊
8
＞
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
な
お
、

　
　
東
大
寺
文
書
は
聖
教
紙
背
文
書
を
表
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
須
真
福
寺
所
蔵

　
　
聖
教
紙
背
文
書
の
う
ち
、
高
野
山
関
係
は
拙
稿
「
大
須
真
福
寺
所
蔵
『
富
楼
那
集
』
紙
背
文

　
　
書
の
翻
刻
と
紹
介
－
十
四
世
紀
初
頭
の
高
野
山
と
そ
の
所
領
1
」
（
『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部

　
　
紀
要
』
三
〇
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
　
平
井
俊
映
「
鎌
倉
時
代
の
三
論
教
学
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
六
九
、
一
九
八
二
年
）
。
な

　
　
お
、
真
福
寺
伝
来
の
『
五
秘
密
再
極
口
決
』
は
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
に
泊
浦
大
福
寺

　
　
で
恵
海
に
よ
っ
て
書
写
伝
授
が
開
始
さ
れ
た
も
の
が
嘉
元
四
年
（
＝
二
〇
六
）
に
八
幡
法
薗

　
　
寺
で
朝
楡
に
伝
授
さ
れ
淳
照
が
伝
領
し
て
真
福
寺
に
伝
来
し
た
も
の
、
ま
た
、
『
花
蔵
院
伝
法

　
　
次
第
』
は
、
淳
照
が
嘉
元
三
年
に
法
薗
寺
で
書
写
し
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
密
教
の
伝
授

　
　
の
関
係
で
も
、
真
福
寺
は
法
薗
寺
と
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
9
）
　
上
・
下
二
巻
。
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
、
一
九
九
九
年
。

（
1
0
）
　
ほ
か
に
頼
済
と
の
関
連
が
推
定
さ
れ
る
も
の
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
後
の
調
査
・
検
討
の

　
　
た
め
に
記
し
て
お
く
。

　
　
○
正
和
二
年
（
一
三
二
二
）
　
『
因
明
入
正
理
論
』
（
真
・
大
真
）

　
　
「
正
和
二
年
四
月
十
七
日
、
於
東
大
寺
西
南
院
禅
室
、
以
東
南
院
御
本
、
跳
童
形
令
書
写
、
以

　
　
年
来
所
持
、
自
校
点
詑
、
是
則
校
合
厳
本
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顕
密
両
宗
末
塵
頼
口
法
印
」

　
　
○
建
武
二
年
（
＝
三
二
五
）
　
『
教
理
具
足
事
』
（
大
真
）

　
　
　
（
表
紙
）
「
建
武
二
四
月
十
一
日
」
「
三
論
宗
頼
琉
」

　
　
こ
の
ほ
か
「
頼
済
」
に
つ
い
て
は
、
貞
治
四
年
（
二
二
六
五
）
に
金
剛
寺
で
儀
海
の
「
楡
祇

　
　
経
拾
子
抄
』
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
常
陸
六
蔵
寺
所
蔵
、
『
神
奈
川
県

　
　
史
』
資
料
編
ニ
ー
一
六
一
〇
、
細
谷
勘
資
「
解
説
」
『
日
野
市
史
　
史
料
集
』
、
一
九
九
二
年
）
。

　
　
そ
の
本
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
徳
治
三
年
四
月
廿
九
日
、
於
鎌
倉
大
仏
谷
、
酉
剋
令
染
筆
畢
、
　
　
義
海

　
　
　
貞
治
二
年
六
月
十
五
日
、
於
武
州
高
幡
不
動
堂
虚
空
蔵
院
、
巳
剋
書
写
畢
、
　
　
頼
済

　
　

こ
こ
に
み
え
る
「
頼
済
」
が
東
大
寺
の
頼
済
と
確
認
さ
れ
れ
ば
、
同
人
の
東
国
下
向
と
義
海

　

本
の

真

福
寺
以
外
へ
の
拡
大
を
知
る
材
料
と
な
ろ
う
。
今
後
の
確
認
・
検
討
が
必
要
と
な
ろ

　

う
。
な
お
、
真
福
寺
伝
来
の
聖
教
の
文
中
に
出
て
く
る
も
の
は
、
い
ま
だ
、
そ
の
全
貌
を
閲

　

覧
・
検
討
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

（
1
1
）
　
永
村
眞
「
寺
内
僧
団
の
形
成
と
年
預
五
師
」
（
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』
、
一
九
八
九

　

年
）

（
1
2
）
　
稲
葉
伸
道
「
中
世
東
大
寺
寺
院
構
造
研
究
序
説
」
三
中
世
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
七
六

　

年
）

（
1
3
）
　
山
崎
誠
「
解
題
」
（
『
真
福
寺
古
目
録
集
　
真
福
寺
善
本
叢
刊
1
』
、
一
九
九
九
年
）
、
拙
稿

　
　
「
金
沢
北
条
氏
・
称
名
寺
の
所
領
経
営
と
在
地
社
会
ー
畿
内
近
国
地
域
の
所
領
と
領
主
を
中
心

　
　
に
ー
」
（
『
中
世
史
研
究
』
二
六
、
二
〇
〇
一
年
）
。

　
　

　
こ
れ
ら
の
僧
に
つ
い
て
真
福
寺
所
蔵
聖
教
か
ら
簡
略
に
述
べ
て
お
く
。
賢
誉
は
印
信
血
脈

　
　
に
鎌
倉
極
楽
寺
の
義
能
の
法
弟
と
み
え
「
大
福
寺
長
老
」
と
み
え
る
（
五
三
箱
一
八
）
。
な
お
、

　
　
義
能
に
は
金
沢
称
名
寺
住
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
山
崎
誠
「
寺
院
の
文
献
資
料
」
『
国
文
学

　
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
五
巻
一
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
ま
た
、
実
印
（
実
済
）
は
『
金

　
　
剛
界
』
印
信
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
右
、
於
勢
州
鈴
鹿
郡
慈
恩
寺
、
以
賢
誉
上
人
被
授
秘
印
奉
授
盛
尊
大
法
師
畢
、

　
　
　
　

嘉
暦
二
年
丁
卯
十
一
月
十
八
日
　
　
　
　
伝
灯
大
法
師
実
済

　
　
実
済
は
賢
誉
の
弟
子
で
鈴
鹿
慈
恩
寺
に
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
。
ま
た
『
秘
紗
』
の
奥
書
に

　
　
は
、

　
　
　
嘉
元
四
年
五
月
三
日
、
書
写
了
、
　
　
　
　
　
金
剛
仏
子
実
印

　
　
　
干
時
暦
応
五
年
卯
月
廿
九
日
、
先
師
実
済
御
存
生
之
時
、
依
令
伝
授
以
彼
御
本
書
写
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
仏
子
良
賢

　

　
と
み
え
、
実
印
は
晩
年
に
は
実
済
と
名
乗
っ
て
い
た
。
実
済
の
晩
年
の
動
向
は
、
西
院
流
宏

　
　
教
方
の
『
六
通
貞
記
　
三
大
別
記
』
の
次
の
奥
書
に
も
う
か
が
え
る
。

　
　
　
承
元
四
年
十
二
月
五
日
、
六
通
大
事
令
書
写
畢
、
一
々
蒙
指
誰
承
口
伝
耳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
師
禅
ー

　
　
　
　
此
重
以
下
大
事
等
、
悉
授
亮
禅
畢
、
　
　
法
印
権
大
僧
都

　
　
　
正
応
元
年
四
月
比
、
先
師
所
労
之
間
、
亮
禅
看
病
之
処
、
自
筆
書
授
賜
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亮
禅

　
　
　
建
武
四
年
八
月
十
一
日
、
於
尾
州
徳
林
寺
奉
授
能
信
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
仏
子
実
済

　
　
晩

年
は
、
尾
張
国
徳
林
寺
に
あ
っ
た
。
元
徳
二
年
（
＝
三
二
〇
）
に
慈
恩
寺
で
祐
禅
に
伝
授

　
　

し
た
『
口
伝
』
に
は
「
長
老
実
済
御
年
七
十
」
と
み
え
（
真
福
寺
六
一
箱
）
、
文
字
通
り
老
僧

　
　
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
祐
禅
は
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
一
二
月
一
二
日
に
信
楡
か
ら
伝
法
灌

　
　
頂
を
授
け
ら
れ
て
お
り
信
鍮
の
弟
子
と
な
っ
て
い
る
（
伝
法
灌
頂
印
信
、
真
福
寺
六
一
箱
）
。
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な
お
、
慈
恩
寺
が
西
大
寺
律
宗
で
あ
る
こ
と
は
、
松
尾
剛
次
「
奈
良
西
大
寺
末
寺
帳
考
－
中

　
　
世
の
末
寺
帳
を
中
心
に
ー
」
（
『
一
二
浦
古
文
化
』
五
一
、
一
九
九
二
年
）
を
参
照
。

　
　
　
実
済
に
伝
授
し
た
亮
禅
は
『
六
通
貞
記
』
の
伝
授
か
ら
み
て
、
宏
教
ー
能
禅
ー
亮
禅
と
付

　
　
法
さ
れ
た
西
院
流
宏
教
方
正
嫡
の
亮
禅
だ
ろ
う
（
『
諸
法
灌
頂
秘
蔵
紗
』
、
『
真
言
宗
全
書
』
第

　
　
二
七
）
。
亮
禅
は
、
東
寺
の
定
額
僧
で
鎌
倉
に
下
向
し
て
の
ち
に
東
寺
宝
菩
提
院
の
開
祖
と

　
　
な
っ
た
（
「
西
院
流
能
禅
方
伝
授
録
』
『
真
言
宗
全
書
』
第
三
二
。
「
野
沢
血
脈
集
』
『
真
言
宗

　
　
全
書
』
第
三
九
）
。
建
武
政
権
期
に
は
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
一
二
月
二
］
日
に
三
月
二

　

　
一
日
に
行
う
べ
き
御
影
供
を
後
醍
醐
天
皇
の
入
洛
を
ま
っ
て
行
っ
た
際
の
導
師
を
つ
と
め

　
　
（
『
東
宝
記
』
）
、
建
武
元
年
三
月
一
六
日
の
月
食
の
祈
祷
も
行
っ
て
い
る
（
『
建
武
記
』
）
。
こ
の

　
　
の
ち
、
同
年
三
月
一
八
日
に
東
寺
三
長
者
を
辞
し
て
い
る
（
『
東
寺
長
者
補
任
』
、
以
上
『
大

　
　
日
本
史
料
』
第
六
編
之
こ
。

（
1
4
）
聖
忠
に
は
、
延
慶
三
年
（
＝
一
二
〇
）
八
月
二
四
日
に
隆
恵
に
伝
授
し
た
印
信
に
「
前
大

　
　
僧
正
聖
忠
」
と
み
え
、
同
一
人
物
の
可
能
性
が
高
い
（
真
福
寺
六
一
箱
）
。
今
後
の
参
考
に
記

　
　
し
て
お
く
。

（
1
5
）
　
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
（
一
九
六
四
年
）
、
七
一
四
頁

（
1
6
）
　
『
天
野
行
宮
金
剛
寺
古
記
』
（
大
阪
府
史
蹟
天
然
記
念
物
調
査
報
告
書
第
六
輯
、
大
阪
府
、

　
　
一
九
三
五
年
）

（
1
7
）
　
良
殿
に
つ
い
て
は
、
『
童
子
経
口
決
』
が
あ
る
の
で
、
紹
介
し
て
お
く
。

　
　
　

御
本
云
、

　
　
　

正
応
四

年
十
二
月
二
十
四
日
、
為
或
小
児
書
写
供
養
此
経
之
記
之
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
仏
子
頼

　
　
　

正
応
五
年
六
月
晦
日
、
書
写
之
、
　
　
　
　
　
　
金
剛
仏
子
良
殿

　
　
　

嘉
元
三
年
正
月
二
日
、
於
根
来
寺
五
坊
書
写
之
、
　
金
剛
仏
子

　
　
　

延

慶
二
年
二
月
十
七
日
、
於
光
明
山
寺
書
写
了
、
　
金
剛
仏
子
、
東
南
院
之
本

（
1
8
）
　
真
福
寺
と
東
南
院
の
関
係
は
濃
厚
だ
が
、
本
文
で
述
べ
た
以
外
の
僧
で
、
真
福
寺
に
聖
教

　
　
が
伝
来
す
る
東
大
寺
僧
の
こ
と
も
後
の
検
討
の
た
め
述
べ
て
お
こ
う
。

　
　

①
寛
実
は
、
宗
性
の
『
倶
舎
論
』
を
永
仁
五
年
（
＝
一
九
七
）
に
東
南
院
東
室
善
房
で
書

　

写

し
て
お
り
、
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
書
写
の
『
三
宝
院
流
印
可
ロ
記
』
に
は
「
東
南
院

　

申
入
」
と
見
え
て
お
り
、
東
南
院
の
伝
授
本
で
あ
っ
た
。
②
頼
口
は
、
正
和
二
年
に
東
大
寺

　

西

南
院
で
『
因
明
入
正
理
論
』
を
東
南
院
本
で
校
合
し
書
写
し
「
顕
密
両
宗
末
塵
頼
口
」
と

　

署
名
し
て
い
る
。
③
範
円
は
正
和
三
年
に
東
大
寺
東
室
で
『
相
違
因
短
釈
』
を
書
写
し
て
い

　
る
。

　
　

こ
の
ほ
か
、
東
南
院
関
係
で
は
信
楡
が
任
喩
に
伝
授
し
た
「
地
蔵
院
流
東
南
院
方
血
脈
」

　

も
あ
る
。
信
楡
の
東
密
流
派
と
東
南
院
に
関
わ
る
の
で
参
考
ま
で
に
あ
げ
て
お
く
。
ま
た
、

　

東
南
院
束
室
本
を
校
合
本
に
使
用
し
た
も
の
に
は
、
嘉
暦
四
年
（
＝
二
二
九
）
に
『
法
花
統

　
　
略
』
を
四
聖
坊
で
書
写
し
た
良
快
が
お
り
、
良
快
は
『
局
通
対
』
も
書
写
し
て
い
る
。
関
連

　
　
し
て
、
東
室
に
対
し
西
室
と
僧
坊
の
名
が
知
ら
れ
る
も
の
に
『
相
違
因
抄
』
が
あ
る
。

　
　
　
東
南
院
以
外
で
は
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
の
修
南
院
で
の
因
明
講
の
記
録
に
『
聴
聞

　
　
集
』
、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
に
尊
勝
院
で
談
義
さ
れ
た
『
倶
舎
頒
疏
』
が
文
安
元
年
二

　
　
四

四

四
）
に
美
濃
国
東
池
田
で
書
写
さ
れ
真
福
寺
に
伝
来
し
て
い
る
。
他
に
因
明
講
で
使
用

　
　

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
に
は
嘉
元
三
年
（
＝
二
〇
五
）
に
忠
輪
が
書
写
し
た
『
因
明
相
違

　
　
決
定
自
他
共
事
書
』
が
あ
る
。
ま
た
、
応
安
三
年
（
＝
二
七
〇
）
に
は
西
室
実
相
院
書
写
本

　
　
の

『灌
頂
名
義
極
秘
決
』
も
あ
る
。

　
　
　
最
後
に
、
詳
細
不
明
な
が
ら
東
大
寺
関
連
と
み
ら
れ
る
聖
教
を
あ
げ
る
と
、
宗
性
の
『
維

　
　
摩
会
精
義
二
明
用
意
抄
第
四
年
第
二
夜
』
を
英
海
が
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
に
書
写
、
『
法

　
　
花
統
略
』
が
良
海
に
よ
り
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
、
『
華
厳
一
乗
教
分
記
』
が
文
安
四
年

　
　
（
一
四
四
七
）
に
快
舜
（
祐
乗
）
に
よ
り
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
9
）
　
稲
葉
伸
道
「
真
福
寺
と
東
大
寺
」
（
『
真
福
寺
善
本
叢
刊
』
第
八
巻
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
2
0
）
　
本
文
の
試
読
は
、
拙
稿
『
鎌
倉
北
条
氏
の
所
領
経
営
に
つ
い
て
の
基
礎
研
究
』
（
平
成
1
2
・

　
　
1
3
年
度
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
二
年
）
で
一
度
行
っ
た
。
1
覚
口
書
状
、

　
　
2
覚
口
書
状
は
俊
禅
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
感
じ
が
あ
り
、
報
告
書
段
階
で
は
俊
禅
書
状
と
し
て

　
　
お
い
た
が
、
再
度
、
原
本
と
の
校
合
を
二
〇
〇
二
年
七
月
一
六
日
に
行
っ
て
訂
正
し
た
。
本

　
　
文
の
字
句
訂
正
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
も
読
み
に
今
一
考
を
必
要
と
す
る
部
分

　
　
も
あ
る
。
ま
ず
は
今
後
の
検
討
の
材
料
を
提
供
し
た
い
と
考
え
る
。
今
後
、
再
検
討
さ
れ
る

　
　
際
に
は
読
解
を
訂
正
し
て
い
た
だ
き
た
く
考
え
る
。

（
2
1
）
　
森
茂
暁
「
建
武
政
権
の
構
成
と
機
能
」
（
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
、
一
九
八
四
年
、

　
　
初
出
は
一
九
七
九
年
）
。
な
お
、
治
部
左
衛
門
行
仲
は
不
明
。

（
2
2
）
森
茂
暁
「
建
武
政
権
の
法
制
ー
内
閣
文
庫
本
『
建
武
記
』
を
素
材
と
し
て
ー
」
（
『
南
北
朝
期

　
　
公
武
関
係
史
の
研
究
』
、
↓
九
八
四
年
、
初
出
は
一
九
七
九
年
）

（
2
3
）
　
永
村
眞
「
寺
内
僧
団
の
形
成
と
年
預
五
師
」
（
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』
、
一
九
八
九

　
　
年
）

（
2
4
）
　
畠
山
聡
「
中
世
造
東
大
寺
長
官
ノ
ー
ト
　
朝
廷
訴
訟
と
造
営
事
業
を
中
心
に
ー
」
（
『
國
學

　
　
院
大
學
大
學
院
紀
要
ー
文
学
研
究
科
ー
』
、
一
九
七
九
年
）

（
2
5
）
　
「
恵
鎮
（
円
観
）
上
人
年
譜
稿
」
（
『
太
平
記
の
成
立
　
軍
記
文
学
研
究
叢
書
8
』
、
一
九
九

　
　
八
年
）
。
宝
戒
寺
は
、
建
武
元
年
＝
月
二
二
日
に
斧
始
め
が
行
わ
れ
、
翌
建
武
二
年
春
に
落

　

成
し
た
と
伝
え
る
（
『
宝
戒
寺
縁
起
』
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
）
。

（
2
6
）
　
岡
見
正
雄
校
注
『
太
平
記
（
二
）
』
（
角
川
文
庫
、
一
九
八
二
年
）

（
2
7
）
　
聖
珍
は
後
宇
多
院
の
弟
恒
明
親
王
の
子
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
「
東
大
」
「
東
南
院
／
早
世
」
、

　
　
『
系
図
纂
要
』
に
は
「
東
南
院
、
入
三
宝
院
、
元
徳
二
年
十
ニ
ノ
廿
七
立
親
王
、
東
寺
一
長
者
、

　

東
大
寺
別
当
」
と
み
え
、
『
野
沢
血
脈
集
』
に
は
、
東
南
院
流
と
し
て
醍
醐
寺
の
憲
深
以
下
、
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玄
慶
ー
聖
忠
－
聖
尋
ー
聖
珍
の
付
法
関
係
が
み
え
て
お
り
、
東
南
院
流
の
正
嫡
で
あ
っ
た

　
　
（
『
真
言
宗
全
書
』
第
三
九
）
。
ま
た
、
『
東
大
寺
別
当
次
第
』
に
は
、
建
武
元
年
（
二
二
一
二

　
　
四
）
か
ら
同
二
年
、
康
永
二
年
（
＝
二
四
三
）
か
ら
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
ま
で
東
大
寺

　

別
当
の
職
と
み
え
、
『
東
寺
長
者
補
任
』
に
は
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
九
月
の
宣
下
に
よ
り

　

東
寺
長
者
に
就
任
し
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
に
辞
任
す
る
ま
で
こ
の
職
に
あ
っ
た
と
み

　

え
る
（
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
）
。
な
お
、
恒
明
親
王
は
元
弘
四
年
（
＝
三
二
四
）
正
月
七
日

　
　
に
一
品
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
（
『
師
守
記
』
康
永
三
年
正
月
七
日
条
、
「
大
日
本
史
料
』
第
六

　

編
之
一
）
。

（
2
8
）
　
大
須
真
福
寺
と
聖
珍
の
関
係
は
、
「
大
須
宝
生
院
政
祝
僧
都
相
承
」
の
印
信
・
血
脈
類
を
類

　
　
聚
し
た
『
諸
法
灌
頂
秘
蔵
⑨
』
に
よ
り
、
道
範
方
お
よ
び
三
宝
院
流
西
南
院
方
な
ど
の
法
流

　

　
が
「
聖
忠
ー
聖
尋
－
聖
珍
ー
信
楡
任
鍮
－
政
祝
」
と
伝
流
し
て
い
る
点
が
確
認
で
き
る

　
　
（
『
真
言
宗
全
書
』
二
七
）
。
こ
の
点
か
ら
、
俊
禅
は
信
楡
・
任
楡
ら
の
真
福
寺
僧
と
聖
珍
か
ら

　
　
み
た
場
合
に
法
弟
子
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
2
9
）
信
聡
は
元
亨
二
年
（
ニ
ニ
ニ
ニ
）
の
維
摩
会
の
第
五
夜
の
竪
者
を
務
め
た
こ
と
が
指
摘
さ

　
　
れ
、
真
福
寺
伝
来
『
東
大
寺
文
書
』
に
成
巻
さ
れ
て
い
る
「
維
摩
会
真
俗
日
記
」
の
裏
を
利

　
　
用
し
て
記
さ
れ
た
『
元
亨
二
年
維
摩
会
竪
儀
日
記
』
の
記
主
は
信
聡
で
は
な
い
か
と
想
定
さ

　
　
れ
て
い
る
（
稲
葉
伸
道
・
鳥
居
和
之
「
『
東
大
寺
文
書
』
解
題
」
、
国
文
学
研
究
資
料
館
編

　
　
『
古
文
書
集
　
一
』
〈
真
福
寺
善
本
叢
刊
8
＞
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
3
0
）
　
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
の
古
文
書
　
第
6
輯
　
東
大
寺
文
書
』
。
茜
部
荘
の
概
観
と
研

　
　
究

史
は
、
高
村
隆
「
茜
部
荘
」
（
『
講
座
日
本
荘
園
史
　
5
　
東
北
・
関
東
・
東
海
地
方
の
荘

　
　
園
』
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（
3
1
）
　
「
鎌
倉
末
～
南
北
朝
期
に
お
け
る
東
大
寺
別
当
と
惣
寺
－
嘉
暦
三
年
『
東
大
寺
年
預
所
記

　
　
録
』
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日
本
中
世
の
寺
院
と
社
会
』
、
一
九
九
九
年
、
初
出
は
一
九
八
八

　
　
年
）
。
ま
た
、
荘
務
権
な
ど
寺
運
営
の
核
が
政
所
系
列
か
ら
惣
寺
系
列
に
鎌
倉
期
に
移
行
し
て

　
　
い
く
こ
と
は
前
注
（
1
2
）
稲
葉
氏
論
文
も
参
照
。

（
3
2
）
　
「
東
大
寺
大
勧
進
職
の
機
能
と
性
格
」
（
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』
、
一
九
八
九
年
、

　
　
初
出
は
一
九
八
一
年
）
。

（
3
3
）
　
「
建
武
新
政
期
に
お
け
る
東
大
寺
と
大
勧
進
」
（
山
本
信
吉
・
東
四
柳
史
明
『
社
寺
造
営
の

　
　
政
治
史
』
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
3
4
）
　
「
恵
鎮
円
観
を
中
心
と
し
た
戒
律
の
復
興
ー
北
嶺
系
新
義
律
僧
の
場
合
ー
」
（
『
一
二
浦
古
文

　
　
化
』
四
七
、
一
九
九
〇
年
）

（
3
5
）
　
納
富
常
天
「
湛
容
の
華
厳
教
学
」
（
『
金
沢
文
庫
資
料
の
研
究
』
、
一
九
八
二
年
、
初
出
は
一

　
　
九
七

七
年
）

（
3
6
）
　
拙
稿
「
金
沢
称
名
寺
領
加
賀
国
軽
海
郷
に
つ
い
て
　
鎌
倉
期
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
『
日
本

　
　
中
世
史
論
巧
』
、
一
九
八
七
年
）

（
3
7
）
　
菊
池
武
雄
「
建
武
政
府
国
司
守
護
表
」
（
『
世
界
歴
史
事
典
』
2
2
・
史
料
篇
・
日
本
、
一
九

　
　
五
五
年
）
、
吉
井
功
児
「
建
武
政
権
の
国
務
管
掌
者
・
国
司
・
守
護
－
諸
国
編
ー
」
（
『
建
武
政

　

権
期
の
国
司
と
守
護
』
、
一
九
九
三
年
）
、
同
「
建
武
政
権
前
後
の
知
行
国
主
と
国
司
」
（
『
中

　
　
世
政
治
史
残
篇
』
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
3
8
）
　
正
慶
元
年
（
二
二
三
二
）
二
月
一
六
日
の
金
沢
貞
将
寄
進
状
に
は
、
赤
岩
郷
が
信
濃
国
石

　
　
村
郷
・
武
蔵
国
六
浦
荘
富
田
郷
と
と
も
に
称
名
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
あ
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三

　
　
一
六
八
六
）
。
改
元
前
の
年
号
が
記
さ
れ
た
偽
文
書
で
あ
る
（
『
豊
野
町
の
資
料
一
　
豊
野
町

　
　
誌
5
』
〈
二
〇
〇
一
年
V
四
〇
四
頁
に
写
真
あ
り
）
。
理
由
は
、
金
沢
貞
将
の
花
押
は
文
保
元

　
　
年
（
二
一
二
七
）
こ
ろ
の
花
押
に
ほ
ぼ
一
致
し
、
当
該
期
の
花
押
と
異
な
る
（
『
金
沢
文
庫
資

　
　
料

図
録
』
二
四
九
頁
「
金
沢
貞
顕
書
状
」
付
載
写
真
参
照
〈
百
瀬
今
朝
雄
氏
執
筆
、
一
九
九

　
　
二
年
〉
。
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
『
北
条
顕
時
　
金
沢
北
条
氏
二
代
』
四
六
頁
写
真
・
解
説
、

　
　
〈
二
〇
〇
一
年
〉
）
。
称
名
寺
に
よ
る
所
領
回
復
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
文
書
と
い
え
よ
う
。

（
3
9
）
　
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
二
九
六
四
年
）
五
九
二
頁
。
岡
見
正
雄
氏
は
、

　
　
『
都
法
秘
録
聞
書
』
に
み
え
る
同
書
の
元
徳
三
年
（
一
三
三
二
六
月
の
金
洗
沢
で
の
紛
失
を

　
　
恵
鎮
の

捕
縛
と
関
東
移
送
に
ち
な
む
と
解
釈
さ
れ
た
（
『
太
平
記
（
一
）
』
三
一
七
頁
、
角
川

　
　
文
庫
、
一
九
七
五
年
）
。
金
洗
沢
は
鎌
倉
七
里
浜
に
あ
る
行
向
川
の
西
側
を
さ
す
呼
称
で
、
鎌

　
　
倉
で
は
陰
陽
道
の
七
瀬
祓
が
行
わ
れ
た
場
で
、
刑
場
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
鎌
倉
の
西
の
境
界

　
　
に
あ
た
っ
て
い
た
（
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
）
。
岡
見
氏
の
推
測
は
蓋
然
性
が
高
か
ろ
う
。

　
　
ま
た
、
実
真
の
法
流
が
高
幡
不
動
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
は
『
我
友
之
口
決
』
の
奥
書
に

　
　
よ
っ
て
判
明
す
る
（
『
高
幡
金
剛
寺
典
籍
・
聖
教
文
書
目
録
』
、
一
九
八
八
年
）
。

　
　
　
な
お
、
恵
鎮
周
辺
の
天
台
僧
と
鎌
倉
関
係
の
僧
の
交
流
は
光
宗
の
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
豊

　
　
富
で
あ
る
（
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
七
六
、
な
お
、
頁
は
同
書
の
頁
を
し
め
す
）
。
同
書
に

　
　

は
、
恵
鎮
に
つ
い
て
「
元
弘
比
、
　
法
勝
寺
上
人
為
勅
使
拝
見
相
也
」
と
み
え
、
恵
鎮
が
比

　
　
叡

山
の
根
本
中
堂
の
仏
の
印
相
を
見
た
秘
事
を
伝
え
て
い
る
。
関
東
と
の
関
係
は
、
江
島
縁

　
　
起

が
収
録

さ
れ
、
供
養
の
日
付
に
は
西
明
寺
殿
・
最
勝
園
寺
殿
と
北
条
時
頼
・
貞
時
の
両
名

　
　
が
み

え
（
八
七
二
頁
）
、
寿
福
寺
の
砂
金
埋
納
入
伝
説
（
六
二
七
頁
）
な
ど
、
関
東
の
緊
密
な

　
　
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
が
、
金
沢
長
老
と
一
山
一
寧
の
談
話
を
聞
き
記
し
て
い
る
（
七

　
　
六
二
頁
）
。
金
沢
長
老
は
称
名
寺
長
老
審
海
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
（
高
橋
秀
栄
「
金
沢

　
　
長
老
と
一
山
一
寧
」
『
金
沢
文
庫
研
究
』
一
九
八
、
一
九
七
二
年
）
、
実
真
と
の
親
し
さ
も
こ

　
　
う
し
た
僧
間
の
交
流
と
関
係
し
た
こ
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
台
密
僧
と
足
利
氏
の
親

　
　
し
さ
は
小
川
証
承
僧
正
と
の
祈
祷
関
係
に
見
え
（
六
三
〇
頁
）
、
光
宗
自
身
は
津
軽
の
下
向
し

　
　

た
際
に
得
宗
被
官
と
み
ら
れ
る
安
藤
次
郎
太
郎
の
甥
賢
一
律
師
と
親
密
な
関
係
を
有
し
て
い

　
　
た
（
五
四
五
頁
下
）
。

（
4
0
）
　
前
注
（
3
8
）
参
照
。

（
4
1
）
　
拙
稿
「
信
濃
国
太
田
荘
と
金
沢
北
条
氏
」
（
『
信
濃
』
四
八
　
九
、
一
九
九
六
年
）
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（
4
2
）
　
竹
内
理
三
『
日
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
』
（
竹
内
理
三
著
作
集
・
第
二
巻
、
原
典
は
一

　
　
九

三
四
年
、
…
九
九
九
年
）

（
4
3
）
　
竹
内
理
三
『
寺
領
荘
園
の
研
究
』
（
竹
内
理
三
著
作
集
・
第
三
巻
、
原
典
は
一
九
四
二
年
、

　
　
一
九
九
九
年
）

（
4
4
）
　
『
増
訂
　
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
（
一
九
七
一
年
）

（
4
5
）
　
「
建
武
政
権
の
国
務
管
掌
者
・
国
司
・
守
護
ー
諸
国
編
－
」
（
「
建
武
政
権
期
の
国
司
と
守

　
　
護
』
、
一
九
九
三
年
）
、
同
「
建
武
政
権
前
後
の
知
行
国
主
と
国
司
」
（
『
中
世
政
治
史
残
篇
』
、

　
　
二
〇

〇

〇

年
）
。
吉
井
氏
の
知
行
国
主
に
つ
い
て
の
検
討
は
中
野
達
平
氏
の
研
究
に
依
拠
し
て

　
　

い

る
。
中
野
氏
論
文
未
見
に
よ
り
、
注
記
し
て
お
く
。

（
4
6
）
　
新
田
義
貞
の
越
後
国
支
配
は
、
国
司
と
し
て
は
国
衙
目
代
船
田
入
道
、
守
護
と
し
て
は
守

　
　
護
代
由
良
入
道
を
通
し
て
支
配
が
行
わ
れ
た
（
峰
岸
純
夫
「
建
武
政
権
下
の
新
田
一
族
」
「
新

　
　

田
町
誌
』
第
四
巻
、
一
九
八
四
年
）
。
ま
た
、
新
田
義
宗
は
、
建
武
元
年
五
月
に
越
後
国
一
宮

　
　
弥
彦
社
に
太
刀
を
奉
納
し
て
い
る
よ
う
に
「
宮
に
も
勢
力
を
扶
植
し
た
（
大
矢
文
書
、
『
新
潟

　
　
県
史
』
資
料
編
5
ー
二
七
八
五
）
。

（
4
7
）
　
「
中
世
東
大
寺
と
聖
武
天
皇
」
（
『
日
本
中
世
の
寺
院
と
社
会
』
、
一
九
九
九
年
、
初
出
は
一

　
　
九

九
一
年
）
。
久
野
氏
は
、
東
大
寺
文
書
は
文
書
数
の
う
え
で
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
時
期
に

　
　
最
大
の

ピ
ー
ク
が
あ
り
寺
の
活
動
と
相
関
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
「
解
説
」
『
京
都

　
　
大
学
文
学
部
博
物
館
の
古
文
書
　
第
6
輯
　
東
大
寺
文
書
』
（
一
九
九
〇
年
）
。

（
4
8
）
　
た
だ
、
元
弘
三
年
二
月
の
段
階
で
も
「
可
被
興
当
寺
仏
法
者
、
為
関
東
御
事
書
随
一
事
」

　
　
と
鎌
倉
頼
み
の
姿
勢
を
維
持
さ
れ
て
お
り
、
「
天
平
勅
施
入
」
は
す
べ
て
に
優
越
す
る
論
理
で

　
　
は
な
か
っ
た
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
〇
〇
四
）
。
引
用
史
料
中
の
「
金
札
」
は

　
　
前
注
（
4
7
）
久
野
氏
論
文
で
指
摘
さ
れ
る
銅
板
銘
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
4
9
）
　
茜
部
荘
の
地
頭
長
井
氏
と
東
大
寺
の
相
論
と
寺
領
経
営
の
推
移
は
、
網
野
善
彦
「
荘
園
公

　
　
領
制
の
形
成
と
そ
の
盛
衰
ー
東
大
寺
領
茜
部
荘
を
中
心
に
ー
」
（
『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の

　
　
研
究
』
、
一
九
九
一
年
、
初
出
は
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。

（
5
0
）
　
こ
の
間
の
相
論
で
、
大
中
臣
氏
を
非
御
家
人
と
し
て
幕
府
に
訴
え
公
武
両
面
か
ら
の
安
堵

　
　
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
高
橋
典
幸
氏
は
、
東
大
寺
は
大
中
臣
氏
が
非
御
家

　
　
人
の
た
め
に
御
家
人
跡
の
知
行
継
承
者
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
「
天
福
・
寛
元
法
」

　
　
を
逆
手
に
と
っ
て
東
大
寺
の
寺
社
本
所
一
円
領
化
を
推
進
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
荘
園

　
　
制
と
武
家
政
権
」
「
歴
史
評
論
』
六
二
二
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
5
1
）
　
福
島
紀
子
「
南
北
朝
初
期
の
信
濃
に
お
け
る
禅
律
方
寺
院
の
相
論
の
展
開
－
金
沢
称
名
寺

　

領
太
田
荘
大
倉
郷
を
例
と
し
て
i
」
（
『
信
濃
』
四
八
－
九
）

（
5
2
）
　
田
辺
久
子
「
鎌
倉
府
の
成
立
」
（
『
神
奈
川
県
史
　
通
史
編
1
』
、
一
九
八
一
年
）

（
5
3
）
　
「
越
後
に
於
る
守
護
領
国
の
形
成
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
八
－
八
、
一
九
五
九
年
、
『
中
世
日

　

本
の
政
治
と
史
料
』
、
一
九
九
六
年
に
再
録
）
。
ま
た
、
高
橋
一
樹
氏
は
、
①
鎌
倉
中
後
期
の

　
　
越
後

国
御
家
人
の
多
く
が
鎌
倉
幕
府
成
立
以
前
か
ら
越
後
に
所
職
を
得
て
お
り
、
大
半
が
信

　
　
濃
・
甲
斐
出
身
で
あ
る
こ
と
、
②
越
後
頸
城
地
方
の
国
衙
領
は
北
条
氏
領
か
ら
建
武
政
権
下

　
　
の
守
護
・
国
務
新
田
氏
を
経
由
し
て
室
町
幕
府
守
護
領
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た

　
　
が
（
「
越
後
国
頸
城
地
域
の
御
家
人
ー
『
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
』
を
手
が
か
り
に
i
」
『
上

　
　
越
市
史
研
究
』
二
、
］
九
九
七
年
）
、
覚
口
書
状
に
み
え
る
佐
渡
を
め
ぐ
る
「
信
乃
・
越
後
一

　
　
体
」
の
言
は
こ
う
し
た
点
を
色
濃
く
反
映
し
た
発
言
と
み
ら
れ
よ
う
。

（
5
4
）
　
前
注
（
2
）
佐
藤
進
一
著
、
五
九
頁
。

（
5
5
）
　
「
荘
園
公
領
制
の
発
展
と
転
換
」
（
『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
』
、
一
九
九
一
年
、
初

　
　
出
は
一
九
七
四
年
）

（
5
6
）
　
「
荘
園
制
の
展
開
」
（
『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
　
5
　
中
世
1
』
、
一
九
七
五
年
）

（
5
7
）
　
「
荘
園
制
と
武
家
政
権
」
（
『
歴
史
評
論
』
六
二
二
、
二
〇
〇
二
年
）

〔付
記
〕
　
本
書
と
は
名
古
屋
大
学
阿
部
泰
郎
、
国
文
学
研
究
資
料
館
山
崎
誠
氏
ら
と
の
調
査
で
出

会
い
、
真
福
寺
の
岡
部
快
圓
師
に
掲
載
の
御
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
岡
部
快
晃
氏
に
は

　
調
査
の
た
び
に
お
世
話
に
な
り
、
お
取
り
は
か
ら
い
い
た
だ
い
た
。
本
書
の
理
解
に
あ
た
っ
て

　
は
、
名
古
屋
大
学
で
の
研
究
会
の
お
り
、
稲
葉
伸
道
（
名
古
屋
大
学
）
、
大
島
薫
（
関
西
大
学
）
、

小
木
曽
千
代
子
（
徳
川
美
術
館
）
、
千
本
英
史
（
奈
良
女
子
大
学
）
の
各
氏
か
ら
有
益
な
御
教
示

を
賜
っ
た
。
末
尾
で
は
あ
る
が
、
感
謝
の
詞
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
最
後
に
、
真
福
寺
僧
の
法
流
と
寺
の
組
織
・
経
営
に
つ
い
て
は
、
成
稿
後
、
稲
葉
伸
道
氏
が

「
尾
張
国
真
福
寺
の
成
立
ー
中
世
地
方
寺
院
の
一
形
態
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
　
史

学
』
4
8
、
二
〇
〇
二
年
）
を
発
表
さ
れ
た
。
あ
わ
せ
て
参
照
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

（愛
知
学
院
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇
二
年
六
月
七
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
四
日
審
査
終
了
）
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Nego魎on　by　Todaili　in　the　Kenmu　Regime　Pedod　to　Acquire　Togo㎞Sho－

1yo：from　Inscrip60ns　on　the　Back　of　the　Hass血oふ血o　Tb㎞一bod／症koω

Document　Held　at　Shinpu㎞ji

FuKusHIMA　Kaneharu

The　collapse　of　the　Kamakura　bakufu　produced　massive　forfeited　lands，　as　exempli6ed　by　the　old　Hojo

possessions．　One　view　is　that　the　protection　of　the　jiin－ryo　associated　with　Hojo　and　the　Kamakura

bakufu　was　protected　by　the　Kenmu　government　and　was　not　at　risk　of　fbrfeiture．　Another　is　that　an　or－

der　fbr　for允iture　of　jiryo　was　issued　on　or　after　the　order　of　June　15，　Kenmu　1（1334），but　that　it　was

immediately　withdra㎜．　There　are　still　many　parts　of　this　issue　that　are　unresolved，　This　paper　exam－

ines　the　isslle　by　means　of　studying　the　inscriptions　on　the　back　of　the　Hassho　Issho　Toku－bodai－koto

document　held　at　Shinpukuji　in　Osu，　Nagoya．

　　　The　Hassho　Issho　Toku－bodai－koto　was　a　possession　of、Rαゐαi　of　Toda6i　Tonan－in，　and　is　thought

to　have　l）een　handed　down　to　Shinpukuji　because　Rα‘sαi　andハ1∂s碗η，　founder　of　Shinpukuji　were

掩llow－disciples，　having　received　tuition　direc廿y　from　SM蜘of　Shinpukuji　was　Syoc力沈一SMη〃o　of　To－

daiji　Tonan－in．　The　inscriptions　on　the　back　of　the　document　record　negotia60ns　between　Toda6i　and

the　Impedal　court　in　the　Kenmu　period　before　November　of　Kenmu　2（1335）．The　Todaiji－Impedal

court　negotiations　show　the　province　of　Sado　a　Toda茸i　Chigyo－koku　and　the　acquisition　of　Kanesawa

Hojo／Shomyoji　kyuryo　Shinano　province　Ota－no－sho．　In　the　negotiations，　the　Emperor　Godaigo

showed　a　great　deal　of　trust，　appointing　Todaiji　as　Daikanjin－shild．　In　attempting　to　make　the　acquisi－

60n，　Todaiji　declared　a　position　of“7⑭勿ρyoαo〃％sθη夕％”，　and　that　has　been　developed　as　a　theory　sup

porting　proceeding　by　elimina6ng　the　intervention　of　any　buke，　and　achieving　un近cation　around　the

honjo．　In　response，　Shomyoji，　which　had　set　up　a　system　of　protection　by　Ashikaga　Tadayoshi，　planned

atransfer仕om　being　Hojo’s　ulidera（privately－held　temple）to　being　Ashikaga’s　kitoji（temple　for

prayer）．The　Toda6i　side　was　putting　its　hopes　in　the　support　of　Nitta，　but　the　struggle　between　Nitta

and　Ashikaga　after　the　end　of　Kenmu　2（1335）resulted　in　the　Nitta’s　defeat　and　Ashikaga’s　victory，　and

it　appears　that　that　put　a　stop　to　Todaiji’s　requests　to　expand　its　control　in　Togoku．　In　Togoku，　the　sys－

tem　of　chigyo，　including　shoen／koryo，　was　established　under　Ashikaga’s　protection，　and　the　Old　Ka－

makura／Hojo－related　temples　were　brought　into　it，　so　it　appears　that　they　made　a　new　start　as　temples

under　the　newly　established　buke　administration．
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